
第68回
定時株主総会
招集ご通知

2023年６月29日（木曜日）
午前10時日 時

岐阜県岐阜市若宮町九丁目16番地
当社本店　７階会議室場 所

株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意
はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

証券コード  9729

決議事項
剰余金の処分の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。） 
８名選任の件

監査等委員である取締役１名選任の件

第１号議案

第２号議案

第３号議案



株主の皆様へ

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り

厚く御礼申しあげます。

　第68回定時株主総会を６月29日（木曜日）に

開催いたしますので、ご通知申しあげます。

（発信日）2023年６月７日
（電子提供措置の開始日）2023年６月５日

代表取締役社長
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本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上のウェブサイトに「第68回定時株
主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいます
ようお願い申しあげます。

株主総会資料掲載ウェブサイト
https://d.sokai.jp/9729/teiji/

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております
ので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）又は証券コー
ド（9729）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」、「株主総会招集通知／株主総会資料」を選択
のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
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日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時

場 所 岐阜県岐阜市若宮町九丁目16番地 当社本店 ７階会議室

報 告 事 項

１． 第68期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算
書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告
の件

２． 第68期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報告
の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することが
できますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、
2023年６月28日（水曜日）午後５時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し
あげます。
●株主様（書面交付請求をいただいた株主様を除く）には、株主総会参考書類及び事業報告の一
部を抜粋して送付しております。ご送付している書面の項番等は電子提供措置事項と同一の項
番等としており、連番となっておりませんのでご了承ください。

●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させ
ていただきます。

●電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第19条第２項の規定
に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
したがって、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成する
に際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
①連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
②計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表



ご不明な点につきましては、
以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。
株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

議決権行使に関する 
パソコン等の操作方法について

	 0120-652-031
	 （9:00～21:00）

その他のご照会 	 0120-782-031
	 （平日9:00～17:00）

議決権行使についてのご案内

招集にあたっての決定事項
　インターネット等で重複して議決権を行使され
た場合、最後に到着した行使内容を有効といたし
ます。議決権行使書用紙が再発行された場合の
書面による議決権重複行使についても同様とい
たします。
　ただし、書面とインターネット等の双方により
重複して議決権を行使された場合は、インター
ネット等による行使内容を有効といたします。

2023年６月29日（木曜日）午前10時株主総会
日時

2023年６月28日（水曜日）午後５時30分必着行使期限

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着
するようにご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合
は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出いただくようお願い
申しあげます。

2023年６月28日（水曜日）午後５時30分まで行使期限

インターネット等により議決権を行使される場合には、本頁及び次頁の内容をご確認
のうえ、行使期限までに賛否をご入力ください。

書面による議決権行使

インターネット等による議決権行使

議決権行使書

議決権行使書

株主総会にご出席される場合

事前に議決権を行使される場合

機関投資家の皆様は、株式会社	ICJ	が運営する議決権電子行使プラットフォーム
をご利用いただけます。議決権電子行使プラットフォームについて
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各議案について
個別に指示する３ すべての会社提案議案�

について「賛成」する４

「スマート行使」によるご行使 パソコン等によるご行使

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン
用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を
スマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って各議案の
賛否をご入力ください。

確認画面で
問題なければ
「この内容で
行使する」
ボタンを押し
てください。

行使完了

※	議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
※	インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、	
同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく	
必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト	https://www.web54.net	へ
直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

同封の議決権行使書
用紙に記載の「議決権
行使コード」をご入力
ください。

同封の議決権行使書
用紙に記載の「パス
ワード」をご入力くだ	
さい。

https://www.web54.net

 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使
コード

パスワード

クリック

議決権行使書

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする１ �議決権行使ウェブサイトへアクセスする１

ログインする２

パスワードを入力する３

議決権行使ウェブサイトを開く２
※	QRコード®は、株式会社デンソーウェーブの	
登録商標です。

３

４
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株主総会参考書類
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期末中間 配当性向（%）

第67期
（2022年3月期）

第66期
（2021年3月期）

第65期
（2020年3月期）

[ご参考] １株当たり配当金／配当性向の推移

20.5

15

15

30

15

30

15

19.5
25.5

34.6

23

42

19

第68期
（2023年3月期）

39

60

21

剰余金の処分の件第１号議案

剰余金の処分につきましては、以下のとおり、実施したいと存じます。

期末配当に関する事項
当社は、企業価値の向上及び株主価値の最大化を図るべく、事業拡大のための必要な投資資金としての内部留

保を確保すると同時に、利益配分につきましては、安定的かつ業績に対応した配当を継続すること及び配当性向
35％を目安として配当金額を決定することを配当政策の基本方針としております。
その方針に沿って、経営成績等を勘案し期末配当は、当社普通株式１株につき39円の配当を実施したいと存じ

ます。したがいまして、中間配当を含めた年間配当は当社普通株式１株につき60円となります。
当期の期末配当につきましては、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

① 配当財産の種類
金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 １株につき39円
配当総額 1,373,838,102円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月30日

（注） 2022年11月７日開催の取締役会におい
て、利益配分に関する基本方針の変更を決議
し、株主還元の更なる充実を目的として、配
当性向の目安を25％から35％に引き上げる
ことといたしました。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件第２号議案

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名全員は任期満了となります。つきま
しては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会で検討がなされましたが、意見はありませんでした。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社に

おける地位
在任
年数

第68期に開催の
取締役会／指名・報酬委員会出席状況

1 お の ぎ こう じ

小野木 孝 二 （男性） 再 任 代表取締役
社長 41年 取締役会 17回／17回（100％）

指名・報酬委員会 ３回／３回（100％）

2 あさ い とし あき

浅 井 利 明 （男性） 再 任 代表取締役
専務 ６年 取締役会 17回／17回（100％）

指名・報酬委員会 ３回／３回（100％）

3 しら き もと あき

白 木 元 朗 （男性） 再 任 専務取締役 11年 取締役会 17回／17回（100％）

4 ひろ せ あき よし

広 瀬 章 義 （男性） 再 任 取締役 ９年 取締役会 17回／17回（100％）

5 まつ の えい こ

松 野 英 子 （女性） 再 任 取締役 ４年 取締役会 17回／17回（100％）

6 あさ の とも よし

浅 野 智 義 （男性） 再 任 取締役 １年 取締役会 12回／12回（100％）

7 お り たかし

小 里 孝 （男性） 再 任 社 外 独 立 取締役 １年 取締役会 12回／12回（100％）
指名・報酬委員会 ３回／３回（100％）

8 かわ むら はる お

川 村 治 夫 （男性） 再 任 社 外 独 立 取締役 １年 取締役会 12回／12回（100％）
指名・報酬委員会 ３回／３回（100％）

（注） 浅野智義、小里孝及び川村治夫の３氏は、2022年６月29日に取締役就任後の出席会議及び出席状況
を記載しております。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

再 任

候補者
番 号 1 お の ぎ こう じ

小野木孝二 1955年２月16日生
保有する当社の株式数

1,124,536株

略歴、地位及び担当
1977年３月 当社入社
1981年９月 当社取締役
1987年６月 当社常務取締役
1991年６月 当社専務取締役

1994年６月 当社取締役副社長
1995年６月 当社代表取締役副社長
1998年６月 当社代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況

株式会社トーカイ（四国）代表取締役会長
株式会社サン・シング東海代表取締役会長
株式会社日本情報マート代表取締役会長
公益財団法人小野木科学技術振興財団理事長
一般社団法人日本福祉用具供給協会理事長
一般社団法人日本病院寝具協会理事長

選任の理由及び期待される役割の概要
経営者としての豊富な業務経験及び当社グループの事業全体における幅広い知見に基づき、当社グループ全
体の持続的な企業価値向上に資する経営の牽引や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与する
ことが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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再 任

候補者
番 号 2 あさ い とし あき

浅井 利明 1964年１月24日生
保有する当社の株式数

18,348株

略歴、地位及び担当
1986年３月 当社入社
2006年４月 当社病院関連事業本部東部営業部

ゼネラルマネジャー
2013年４月 当社病院関連事業本部副本部長
2013年10月 当社執行役員寝具・リネンサプラ

イ事業本部長

2017年４月 当社執行役員病院関連事業本部長
2017年６月 当社取締役病院関連事業本部長
2019年６月 当社常務取締役病院関連事業本部

長
2020年６月 当社専務取締役営業統括
2022年６月 当社代表取締役専務内部統制担当

兼経営管理担当 業務統括（現
任）

選任の理由及び期待される役割の概要
経営者としての豊富な業務経験及び当社グループの事業全体における幅広い知見に基づき、経営方針・経営
戦略実現に向けて優れたリーダーシップを発揮するとともに、事業領域間の調整や当社グループ全体の利益
を考慮した取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与することが期待できることから、引き続き
取締役候補者といたしました。

再 任

候補者
番 号 3 しら き もと あき

白木 元朗 1959年１月16日生
保有する当社の株式数

22,241株

略歴、地位及び担当

1988年11月 当社入社
2001年４月 当社寝具･シルバー事業本部ゼネ

ラルマネジャー
2003年４月 当社執行役員シルバー事業本部長
2007年４月 当社執行役員病院関連事業本部

中西部担当本部長
2012年６月 当社取締役病院関連事業本部長

兼同本部中西部担当本部長

2014年６月 当社常務取締役病院関連事業
本部長

2017年４月 当社専務取締役営業統括
2019年７月 当社専務取締役営業統括兼事業開

発本部長
2020年４月 当社専務取締役営業統括
2020年６月 当社専務取締役中国・四国リネン

サプライ担当 株式会社トーカイ
（四国）代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況 株式会社トーカイ（四国）代表取締役社長

選任の理由及び期待される役割の概要
当社のシルバー事業及び病院関連事業における幅広い経験・実績・知見に基づき、当社グループの営業強化
を担うとともに、事業領域間の調整や当社グループ全体の利益を考慮した取締役会での重要な意思決定、監
督機能の強化に寄与することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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再 任

候補者
番 号 4 ひろ せ あき よし

広瀬 章義 1958年５月27日生
保有する当社の株式数

24,470株

略歴、地位及び担当
1981年３月 当社入社
1997年４月 当社Ｌ.Ｅ.Ｃ.事業本部SA事業部

部長
2005年４月 当社執行役員兼株式会社ティ・ア

シスト代表取締役社長

2009年４月 当社執行役員リースキン事業本部
長

2014年６月 当社取締役Ｌ.Ｅ.Ｃ.事業本部長
2022年６月 当社取締役環境事業担当 L.E.C.

事業本部長（現任）

重要な兼職の状況 株式会社サカタ代表取締役社長

選任の理由及び期待される役割の概要
当社グループのリースキン事業及び清掃事業における幅広い経験・実績・知見に基づき、当社グループの環
境サービスにおける一層の事業展開や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与することが期待
できることから、引き続き取締役候補者といたしました。

再 任

候補者
番 号 5 まつ の えい こ

松野 英子 1963年４月30日生
保有する当社の株式数

12,870株

略歴、地位及び担当

1996 年 ５月 たんぽぽ薬局株式会社入社
2006 年 ４月 たんぽぽ薬局株式会社業務本部

ゼネラルマネジャー
2009 年 ４月 たんぽぽ薬局株式会社執行役員

業務本部副本部長
2011 年 10月 たんぽぽ薬局株式会社取締役業

務本部副本部長

2016年４月 たんぽぽ薬局株式会社取締役薬局
事業本部本部長

2017年６月 たんぽぽ薬局株式会社代表取締役
社長

2019年６月 当社取締役調剤事業担当 たんぽ
ぽ薬局株式会社代表取締役社長
（現任）

重要な兼職の状況 たんぽぽ薬局株式会社代表取締役社長

選任の理由及び期待される役割の概要
当社グループの調剤サービスにおける幅広い経験・実績・知見に基づき、当社グループの調剤サービスにお
ける一層の事業展開や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与することが期待できることか
ら、引き続き取締役候補者といたしました。
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再 任

候補者
番 号 6 あさ の とも よし

浅野 智義 1962年２月13日生
保有する当社の株式数

24,642株

略歴、地位及び担当

1984 年 ３月 当社入社
2005 年 ４月 当社病院関連事業本部給食事業

課ゼネラルマネジャー
2006 年 7 月 当社病院関連事業本部中西部営

業部ゼネラルマネジャー
2007 年 10月 当社病院関連事業本部企画部ゼ

ネラルマネジャー
2008 年 ４月 当社病院関連事業本部サージカ

ルリネン部ゼネラルマネジャー
2009 年 ４月 当社病院関連事業本部営業企画

部ゼネラルマネジャー
2010 年 ６月 当社病院関連事業本部営業企画

部ゼネラルマネジャー兼トーカ
イフーズ株式会社代表取締役専
務

2010年７月 当社執行役員給食事業担当兼トー
カイフーズ株式会社代表取締役専
務

2011年６月 当社執行役員給食事業担当兼トー
カイフーズ株式会社代表取締役社
長

2017年７月 当社執行役員病院関連事業本部東
部担当本部長兼東部営業推進担当

2022年６月 当社取締役健康生活事業担当 病
院関連事業本部長（現任）

選任の理由及び期待される役割の概要
当社病院関連事業及び給食事業における営業戦略及び業務管理等を通じて事業拡大に貢献した実績に基づ
き、当社グループの健康生活サービスにおける一層の事業展開や取締役会での重要な意思決定、監督機能の
強化に寄与することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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再 任

社 外

独 立

候補者
番 号 7 お り たかし

小里 孝 1948年11月11日生
保有する当社の株式数

0株

略歴、地位及び担当
1971年４月 株式会社十六銀行入行
1993年６月 株式会社十六銀行証券部長
1994年６月 株式会社十六銀行人事部長
1995年６月 株式会社十六銀行取締役本店営業

部長
1997年６月 株式会社十六銀行常務取締役
2000年６月 株式会社十六銀行専務取締役
2004年６月 十六リース株式会社取締役社長
2010年６月 株式会社十六ディーシーカード兼

株式会社十六ジェーシービー取締
役社長
(2014年４月に両社が合併し、
株式会社十六カードに商号変更)

2013年６月 株式会社十六総合研究所取締役社
長

2014年６月 株式会社十六カード顧問
2015年６月 株式会社十六総合研究所顧問
2015年７月 株式会社オフィスTO-RESEARCH

代表取締役（現任）
2019年３月 株式会社ANCジャパン代表取締

役会長（現任）
2022年６月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況 株式会社オフィスTO-RESEARCH代表取締役
株式会社ANCジャパン代表取締役会長

選任の理由及び期待される役割の概要
地域金融機関における経営者としての豊富な経験とその経験から培った企業経営に関する幅広い知見に基づ
き、客観的な視点で当社グループの事業展開の助言や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与
することが期待できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。



12

再 任

社 外

独 立

候補者
番 号 8 かわ むら はる お

川村 治夫 1957年12月3日生
保有する当社の株式数

0株

略歴、地位及び担当
1980年４月 株式会社東京銀行（現三菱UFJ銀

行）入行
1987年12月 ゴールドマン・サックス証券会社

入社
1998年11月 ゴールドマン・サックス証券会社

マネージング・ディレクター
2001年10月 モルガン・スタンレー証券会社

マネージング・ディレクター

2003年３月 キャス・キャピタル株式会社代表
取締役（現任）

2007年６月 株式会社ブルボン社外取締役
2022年６月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況 キャス・キャピタル株式会社代表取締役

選任の理由及び期待される役割の概要
ファンドマネージャーとしての豊富な知見と経験に基づき、国内外の経済政策や金融事情に精通し、客観的
な視点で当社グループにおける投資案件に関する助言や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄
与にすることが期待できるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

（注）1. 小野木孝二氏は、株式会社日本情報マートの代表取締役会長及び株式会社サン・シング東海の代表
取締役会長を兼務しており、当社と当該各社との間には商品の売買等の取引があります。その他の候
補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 小里孝、川村治夫の両氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は小里孝、川村治夫の両氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東
京証券取引所に届け出ております。小里孝氏は、2014年６月まで株式会社十六カード取締役社長、現
在は株式会社ANCジャパン代表取締役会長の役職にあり、当社と２社との間には取引等があります。
取引等の内容は、株式会社十六カードにつき決済代行等、株式会社ANCジャパンにつき海外視察に伴
う旅費交通費負担等であり、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計に占める取引等の金額
の割合は、2023年３月期においていずれも0.1％未満と僅少であります。また、２社の売上高に占め
る取引等の金額の割合は、直前事業年度において株式会社十六カードにつき0.2％未満、株式会社ANC
ジャパンにつき0.6%未満と僅少であります。

4. 小里孝、川村治夫の両氏は、現在当社の社外取締役でありますが、各々の社外取締役としての在任
期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

5. 当社は小里孝、川村治夫の両氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第
１項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第
425条第１項各号に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負う旨の契約を締結しており、
両氏が再任された場合は、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。

6. 当社は、会社法第430条の３第１項の規定に基づき、当社並びに子会社の取締役及び監査役、並びに
当社の執行役員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者に対
して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る法律上の損害賠償金及び争訟費用による損害
を填補することとしております。各候補者が取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含ま
れることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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監査等委員である取締役１名選任の件第３号議案

本総会終結の時をもって監査等委員である取締役宇野裕氏は任期満了となります。つきましては、監査等委員
である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の本総会への提出については、監査等委員会の同意を得ております。
また、本議案について、各監査等委員である取締役において検討がなされましたが、意見はありませんでし

た。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

再 任

社 外

独 立

う の ひろし

宇野 裕 1953年５月１日生
保有する当社の株式数

０株

略歴、地位及び担当
1977年４月 厚生省（現厚生労働省）入省
2005年８月 社会保険庁社会保険大学校長
2007年６月 社会保険庁主席統括管理官
2007年10月 日本社会事業大学専務理事
2013年11月 住友生命保険相互会社顧問

2015年２月 株式会社ひつじ企画代表取締役社
長（現任）

2018年９月 医療法人社団創知会監事（現任）
2019年６月 当社社外取締役（監査等委員）

（現任）

重要な兼職の状況 株式会社ひつじ企画代表取締役社長

選任の理由及び期待される役割の概要
長年厚生労働省に勤めた経験に基づき、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で経営全般の監督機
能の発揮が期待できること、また、当社事業の中心である健康生活分野において高い見識を有していること
から、経営方針及び経営効率向上のための有益な助言が期待できるものと判断し、引き続き監査等委員であ
る取締役候補者といたしました。

（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 宇野裕氏は、社外取締役候補者であります。

当社は同氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届け
出ております。

3. 宇野裕氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役
としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
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4. 当社は宇野裕氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償
責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項各
号に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負う旨の契約を締結しており、同氏が再任さ
れた場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

5. 当社は、会社法第430条の３第１項の規定に基づき、当社並びに子会社の取締役及び監査役、並びに
当社の執行役員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者に対
して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る法律上の損害賠償金及び争訟費用による損害
を填補することとしております。宇野裕氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当該保険契約
の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

（ご参考）本議案可決後の監査等委員会メンバー（予定）

氏 名 重要な兼職 第68期に開催の取締役会／
指名・報酬委員会／監査等委員会出席状況

むら き とし みつ

村 木 利 光 （男性） （任期中） 常勤監査等委員 － 取締役会 17回／17回（100％）
監査等委員会 10回／10回（100％）

かわ ぞえ しゅう

川 添 衆 （男性） （任期中） 社 外 独 立 －
取締役会 17回／17回（100％）
指名・報酬委員会 ３回／３回（100％）
監査等委員会 13回／13回（100％）

う の ひろし

宇 野 裕 （男性） 再 任 社 外 独 立 株式会社ひつじ企画
代表取締役社長

取締役会 17回／17回（100％）
指名・報酬委員会 ３回／３回（100％）
監査等委員会 13回／13回（100％）

（注） 村木利光氏は、当事業年度において開催された取締役会のうち、取締役（監査等委員である取締役を除
く。）として５回、監査等委員である取締役として12回出席しております。
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（ご参考）取締役のスキル・マトリックス

取締役名 性別 独立性 企業経営 営業推進 コスト管理 人材開発 財務・会計 コンプライアンス
･ 内 部 統 制 新規事業開発 DX戦略

取

締

役

小野木孝二 男性 ○ ○ ○ ○

浅井 利明 男性 〇 〇 ○ ○

白木 元朗 男性 ○ ○ ○ ○

広瀬 章義 男性 ○ ○ ○

松野 英子 女性 ○ ○ ○

浅野 智義 男性 ○ ○ ○

小里 孝 男性 独立 ○ ○ ○

川村 治夫 男性 独立 ○ ○ ○

監
査
等
委
員

村木 利光 男性 ○ ○ ○

川添 衆 男性 独立 ○ ○ ○

宇野 裕 男性 独立 ○ ○ ○

（注）1. 「企業経営」には、当社の代表取締役及び他社（当社グループを除く）において実質的な企業経営に
従事した経験を有する者が該当します。

2. 各取締役には特に期待する分野を最大４つ記載しており、記載していない分野の知見を持たないこ
とを表すものではありません。

以 上
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〈メ モ 欄〉



事業報告 （2022年4月1日から2023年3月31日まで）

■ アクアクララ事業

［1］ 主要な事業内容
■ 病院関連事業

■ 寝具・リネンサプライ事業

■ シルバー事業 ■ 給食事業

■ クリーニング設備製造事業「清潔と健康」を提供する
総合サービス業
　当社グループは、提供するサービスの内容によっ
て、快適な療養、生活をサポートする事業として「健
康生活サービス」、調剤技術を通じて地域医療をサ
ポートする事業として「調剤サービス」、快適な空間
づくりをサポートする事業として「環境サービス」、上
記以外を「その他」に事業区分しております。

 1 企業集団の現況に関する事項

　病院寝具・白衣等のレンタルやリネンサプラ
イ、看護補助、院内物流管理等の医療周辺業務を
ワンストップで受託し、医療機関の運営をサポー
トしています。介護福祉施設においても、寝具類
のレンタルを中心に同様のサービスを提供してい
ます。

　ホテルや各種宿泊施設への寝具類のレンタル
及びリネンサプライサービスを提供しています。

　高齢者の在宅生活をサポートする
のに欠かせない、介護保険制度に基
づく介護用品のレンタル・販売、住宅
改修サービスを提供しています。

　クリーニング工場の省人化や効率
化に寄与する、仕上げ工程の機械設
備を開発・製造しています。

　自社プラントで製造しているおい
しいお水“アクアクララ”をご家庭や
オフィスにお届けしています。

　医療機関や介護福祉施設等にお
いて給食サービスを提供。普通食は
もちろん、病状に合わせた治療食やソ
フト食等、ニーズに合わせて幅広く対
応しています。

健康生活サービス

調剤サービス

環境サービス

670億88百万円

493億34百万円

135億59百万円

健康生活サービス

健康生活
調剤

10.4％

37.9％
51.5％

環境 その他
  0.2％

第68期
1,301億84百万円

092_0443201102306_xs.indd   1092_0443201102306_xs.indd   1 2023/05/02   17:13:572023/05/02   17:13:57
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ホテル 商用施設 オフィス

病院 介護
福祉施設

個人

薬局

当社グループのお客様

■ ビル清掃管理事業

■ 太陽光事業

■ リースキン事業
　環境美化用品のレンタル
を行う「リースキン」ブランド
のフランチャイズチェーンを
全国で展開しています。

　各種施設での清掃や警備
業務等、ビルの総合管理を行
っています。院内感染防止に
寄与する特殊な清掃技術を
強みに、医療機関や介護福祉
施設でのサービスも展開。

　地球環境に優しい「再生エ
ネルギー」の取り組みとして、
自社所有地にメガソーラー
を設置し、固定価格買取制
度による売電事業を展開し
ています。

　ビジネスリポート、個別調査、小冊子の作成、ビジネス情報
サイトの運営等を行っています。

■ 調剤薬局事業
　医療機関の門前一等地を中
心とした調剤専門薬局「たんぽ
ぽ薬局」を展開。患者宅を訪問し
て薬の提供を行う在宅調剤にも
積極的に取り組み、門前薬局で
ありながら、身近な「かかりつけ
薬局」として地域医療を支えてい
ます。

調剤サービス

その他

環境サービス

■ 情報提供事業

092_0443201102306_xs.indd   2092_0443201102306_xs.indd   2 2023/03/01   14:53:492023/03/01   14:53:49
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［2］主要な営業所及び工場
事業区分 売上区分 営業所及び工場

健康生活サービス

当 社

病院関連事業 本社・羽島本部（岐阜県）、支店及び営業所５拠点、工場
５拠点

シルバー事業 本社・羽島本部（岐阜県）、支店及び営業所62拠点、工場
６拠点

寝具・リネン
サプライ事業 羽島本部（岐阜県）、支店及び営業所６拠点、工場１拠点

その他 アクアクララ事業 支店及び営業所４拠点、工場１拠点

子会社

病院関連事業
寝具・リネン
サプライ事業

株式会社トーカイ（四国） 本社（香川県）
株式会社同仁社 本社（福島県）
株式会社サン・シング東海 本社（岐阜県）

シルバー事業
株式会社同仁社 本社（福島県）
ゆうえる株式会社 本社（大阪府）

給食事業 トーカイフーズ株式会社 本社（岐阜県）
クリーニング設備
製造事業 株式会社プレックス 本社（香川県）

調剤サービス 子会社 調剤薬局事業 たんぽぽ薬局株式会社 本社（岐阜県）、店舗149店

環境サービス

当 社
リースキン事業 羽島本部（岐阜県）、支店及び営業所９拠点、工場１拠点
太陽光事業 本社（岐阜県）
不動産賃貸事業 本社（岐阜県）

子会社

リースキン事業

株式会社同仁社 本社（福島県）
大和メンテナンス株式会社 本社（兵庫県）
株式会社リースキンサポート 本社（岐阜県）
株式会社サカタ 本社（岐阜県）

ビル清掃管理事業
株式会社ティ・アシスト 本社（岐阜県）
株式会社ビルメン 本社（埼玉県）

不動産賃貸事業 株式会社ビルメン 本社（埼玉県）
太陽光事業 九州メガソーラー株式会社 本社（岐阜県）

その他 子会社 情報提供事業 株式会社日本情報マート 本社（東京都）
（注） 大和メンテナンス株式会社は、2023年４月１日付で、当社を存続会社とする吸収合併により消滅いた

しました。
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［3］重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

会社名 資本金 議決権の所有割合 主要な事業内容
百万円 ％

株式会社トーカイ（四国） 56 100.0 病院関連事業及び寝具・リネンサプライ事業
株式会社プレックス 20 100.0 （100.0）クリーニング設備の製造及び販売

株式会社同仁社 200 90.7 病院関連事業、寝具・リネンサプライ事業、
シルバー事業及びリースキン事業

トーカイフーズ株式会社 12 100.0 病院給食事業
株式会社サン・シング東海 100 51.0 布団製造
ゆうえる株式会社 14 100.0 シルバー事業
たんぽぽ薬局株式会社 693 100.0 調剤薬局事業
株式会社ティ・アシスト 10 100.0 ビル清掃管理事業
株式会社ビルメン 30 100.0 （100.0）ビル清掃管理事業
大和メンテナンス株式会社 10 100.0 リースキン事業
株式会社リースキンサポート 30 100.0 マット・モップ等の配送及び交換
株式会社サカタ 50 100.0 モップ・ロールタオルの製造
九州メガソーラー株式会社 67 100.0 太陽光を活用した売電事業
株式会社日本情報マート 30 99.7 中堅中小企業向け経営コンテンツ提供事業

（注）1. 議決権の所有割合は間接保有分を含めており、（ ）内は内書で間接保有分であります。
2. 株式会社トーカイ（本社：香川県高松市）は、商号が当社と同一のため、株式会社トーカイ（四国）
と表記しております。

3. 大和メンテナンス株式会社は、2023年４月１日付で、当社を存続会社とする吸収合併により消滅い
たしました。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

④ 親会社と締結している重要な財務及び事業の方針に関する契約等の内容
該当事項はありません。
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健康生活

62.3％
健康生活

62.3％
調剤

27.0％
調剤

27.0％

環境

7.9％
環境

7.9％

その他

0.3％
その他

0.3％
全社

2.5％
全社

2.5％

男性

55.2％
男性

55.2％
女性

44.8％
女性

44.8％

［4］従業員の状況
企業集団の従業員の状況
事業別 男女別

事業セグメントの名称 従業員数（名） 前連結会計
年度末比増減

健康生活サービス 2,551 ［2,731］ 65名（2.6%）
調剤サービス 1,103 ［156］ 46名（4.4%）
環境サービス 325 ［1,143］ 3名（0.9%）
その他 11 ［－］ 1名（10.0%）
全社（共通） 102 ［7］ 0名（0.0%）

合計 4,092 ［4,037］ 115名（2.9%）

従業員数（名） 前連結会計
年度末比増減

男 性 2,258 53名（2.4%）
女 性 1,834 62名（3.5%）

合計 4,092 115名（2.9%）

（注）1. 従業員数は、当連結会計年度末の就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グ
ループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時従業員数は、［ ］内に当連結会計年度
の平均人員を外数で記載しております。

2. 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
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［5］財産及び損益の状況の推移

区 分 第65期
2020年３月期

第66期
2021年３月期

第67期
2022年３月期

第68期
2023年３月期
（当連結会計年度）

売上高 （百万円） 120,809 118,009 123,484 130,184

経常利益 （百万円） 8,181 8,050 8,878 8,080
親会社株主に
帰属する当期純利益 （百万円） 5,255 5,481 5,806 6,106

１株当たり当期純利益 （円） 146.59 153.96 164.42 173.39

総資産額 （百万円） 97,031 102,180 105,900 110,785

純資産額 （百万円） 68,821 73,878 77,519 82,223

１株当たり純資産額 （円） 1,920.42 2,065.02 2,187.22 2,317.99

自己資本比率 （％） 70.5 71.8 72.7 73.7

（ご参考）

設備投資 （百万円） 3,652 3,414 4,722 6,474

減価償却 （百万円） 3,311 3,553 3,863 4,189

従業員数 （人） 3,770 3,919 3,977 4,092

１株当たり配当金 （円） 30.0 30.0 42.0 60.0

配当性向 （％） 20.5 19.5 25.5 34.6

ROE （％） 7.8 7.7 7.7 7.7

ROA （％） 8.5 8.1 8.5 7.5

ROIC （％） 7.7 6.8 7.3 6.6

（注） 2023年３月期（当連結会計年度）の状況につきましては、「１ 企業集団の現況に関する事項［6］
事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。
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売上高 （百万円） （百万円） （百万円）

（円） （百万円） （円）

（％） （％） （％）

経常利益 親会社株主に帰属する
当期純利益

１株当たり当期純利益 総資産／純資産 １株当たり純資産

自己資本比率 ROE ROA

純資産
総資産

第66期第65期 第66期第65期 第66期第65期

第66期第65期 第66期第65期 第66期第65期

第68期第67期第66期第65期 第68期第67期第66期第65期 第68期第67期第66期第65期

120,809
8,181

5,255

1,920.4297,031

68,821

146.59

70.5

7.8
8.5

118,009

第67期

8,050

第67期

5,481

第67期

2,065.02

第67期

102,180

73,878

第67期

153.96

第67期

71.8

7.7 8.1

123,484
8,878

第68期

5,806

第68期

164.42

第68期

105,900

77,519

第68期

2,187.22

第68期

72.7

7.7
8.5

第68期

173.39
110,785

82,223

2,317.99

130,184 8,080 6,106

7.5

73.7

7.7
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［6］事業の経過及びその成果
当連結会計年度（2022年４月１日～2023年３月31日）におけるわが国経済は、新型コロナ

ウイルスの感染再拡大の影響もみられたものの、行動制限の緩和等により年度末にかけて経済活
動正常化に向けた動きが加速しております。一方、エネルギーコストや原材料の高騰、外国為替
相場の変動、物価上昇などの影響については、依然として先行き不透明な状況が続いておりま
す。
このような環境のもと、当社グループにおいては2025年３月期までを計画期間とする中期経

営計画「Challenge for the new stage!」に掲げる各種施策の推進に取り組むとともに、「清
潔と健康」をテーマに幅広い事業を展開することで、より一層の事業成長を図ってまいりまし
た。
当連結会計年度においては、主力の各種レンタル売上が順調に推移したことに加え、調剤薬局

事業の新規出店等が売上拡大をけん引しました。また、各種コスト増に対しては、リネン類の洗
濯工場にて使用する燃料及び電力などエネルギーの原単位改善を中心とする生産性向上の取り組
みや、一部の事業におけるお客様へのサービス提供価格の見直しを進めることで、利益確保に努
めてまいりました。
サステナビリティに関しては、当社は創業以来「レンタル」のビジネスモデルを通じて、廃棄

物の削減や循環型社会の実現に貢献してまいりましたが、当連結会計年度においては、2022年
５月にサステナビリティ基本方針を制定、サステナビリティ委員会を新設することで、サステナ
ビリティ経営の体制を強化いたしました。2023年３月には、脱炭素社会の実現に向けて温室効
果ガス排出量の中長期の削減目標を設定したほか、人権尊重の取り組み推進のため「トーカイグ
ループ人権方針」を新たに制定するなど、環境課題をはじめとする多様なサステナビリティ課題
に対応するべく、ＥＳＧ各分野の取り組みの推進及び積極的な情報開示に努めております。
また、企業の持続的な成長に不可欠な取り組みと位置付けるＤＸについては、2022年５月に

策定した「トーカイグループＤＸ中期戦略」に基づきＤＸ人材の育成を中心とする全社的な施策
を推進すると同時に、調剤薬局事業におけるＬＩＮＥミニアプリを活用した患者様の利便性向上
や、シルバー事業における各種手続きの電子化による効率化など、各事業における個別の施策に
も注力してまいりました。2022年10月には、医療周辺サービスの提供を目的とする豊田通商と
の合弁会社をインドに設立し、現地での事業機会の獲得を目指して営業活動をスタートさせまし
た。こうした取り組みを通じて、経営基盤の強化及び新たな事業基盤の構築を図り、持続的な成
長を実現できる企業としての価値向上への取り組みを進めております。
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当連結会計年度における当社グループの経営成績につきましては、売上高1,301億84百万円
（前年同期比67億円増、5.4％増）、営業利益78億55百万円（前年同期比3億97百万円減、4.8％
減）、経常利益80億80百万円（前年同期比7億97百万円減、9.0％減）、親会社株主に帰属する当
期純利益61億6百万円（前年同期比3億円増、5.2％増）となり、売上高につきましては過去最高
を更新いたしました。
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健康生活
サービス

売上構成比

51.5%

売上高 営業利益 （単位：億円）

第68期第67期

635

63

670

66

セグメント別状況

売上高 670億 88百万円（前年同期比 5.6％増）
営業利益 66億 63百万円（前年同期比 5.6％増）

シルバー事業では、2018年に全株式を取得したゆうえ
る株式会社を当期より連結対象といたしました。また、当
事業としては初となるテレビＣＭを2022年10月より東海
地方で放映開始し、日本一の福祉用具貸与事業者としてさ
らなる認知度向上を図り、各地域でのシェア拡大に向けた
取り組みを行いました。病院関連事業においては、戦略商
品である「入院・入居セット」の介護福祉施設への営業を
強化し、新規獲得に努めました。
これらの結果、シルバー事業の介護用品レンタルや病院

関連事業の「入院・入居セット」の売上が好調に推移した
ことに加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた
寝具・リネンサプライ事業の売上が、ホテル・旅館稼働率
の回復により前年同期を大きく上回ったことから、当セグ
メントは前年同期比増収となりました。利益面につきまし
ては、事業拡大のための人件費及びレンタル資材費増加に
加えてエネルギーコストが増加しておりますが、一部サー
ビスにおいてお客様への提供価格見直しや、エネルギー原
単位の改善など生産性向上に努めたことなどから前年同期
比増益となりました。
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調剤
サービス

売上構成比

37.9%

売上高 営業利益 （単位：億円）

第68期第67期

465

30

493

26

売上高 493億 34百万円（前年同期比 6.0％増）
営業利益 26億 80百万円（前年同期比 13.5％減）

当期はＭ＆Ａにより取得した２店舗を含む４店舗を出店
し、店舗数は合計149店舗となりました。また、在宅患者
様を対象とした訪問サービスや、地域包括支援センター及
び自治体との連携などかかりつけ薬剤師としての機能を強
化し、地域で一番選ばれる薬局になるための取り組みを推
進しております。
これらの結果、前期に出店した11店舗を含めた新店効

果による処方箋枚数の増加や、かかりつけ機能の強化によ
る技術料売上の増加により、前年同期比増収となりまし
た。利益面につきましては、薬価改定や医薬品の供給ひっ
迫などを背景に原価が増加したことや、前期及び当期の大
型店舗出店等に伴う経費の増加などから、前年同期比減益
となりました。
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環境
サービス

売上構成比

10.4%
環境
サービス

売上構成比

%

売上高 営業利益 （単位：億円）

第68期第67期

11

131 135

10

売上高 135億 59百万円（前年同期比 2.8％増）
営業利益 10億 32百万円（前年同期比 6.2％減）

リースキン事業では、ニーズが高まるトイレ周り商品の
拡販に注力するとともに、当該商品を切り口とした営業を
強化するため、「トイレアドバイザー」の育成に努めてお
ります。ビル清掃管理事業では、院内感染防止のための清
掃に注力し、より高い専門性が求められる手術室清掃にも
取り組んでまいりました。
これらの結果、リースキン事業においてトイレ周り商品

の売上が好調に推移したほか、一部需要回復により加盟店
向け商品の売上が伸長したことや、ビル清掃管理事業にお
いて医療機関向けの売上が順調に推移したことから、前年
同期比増収となりました。利益面につきましては、リース
キン事業における価格改定への取り組み効果の一方、シス
テム及び洗濯設備の更新に伴う減価償却費の増加や、ビル
清掃管理事業の新規事業所の立ち上げや特殊作業に係る費
用、当セグメントに属するグループ会社保有の不動産売却
に伴う費用など一時的な費用の増加により、前年同期比減
益となりました。
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［7］対処すべき課題
「清潔と健康」に関わる幅広い事業を展開する当社グループにおいては、サービスを通じ

て継続的かつ安定的に「安全・安心」を提供することが社会的な使命であると考え、事業活
動を行ってまいりました。引き続き、医療・介護の基盤を支える企業グループとして、安定
的なサービス提供を通じて社会的な責任を果たしていくとともに、グループの経営資源を有
機的に活用しながら新たな価値創造を図り、持続的な成長を図っていくことが重要な経営課
題であると認識しております。
一方で、さまざまなコストの増加や競争の激化など厳しい経営環境下においては、お客様

に従来通りのサービスや価値を提供するだけにとどまらず、従業員一人ひとりの生産性向上
やスキル向上を通じて付加価値を高めていくことが企業の持続的な成長に不可欠な取り組み
であると考えております。
これらの課題に対応するため、当社グループでは以下の項目について重点的に取り組んで

まいります。
① 社会やお客様のニーズに適応したサービスの追求

医療と介護の分野を中心に「清潔と健康」に関わる幅広い事業を展開している強みを活かし、
グループ間及び事業間の有機的な連携をさらに強化し、社会や生活様式の変化、お客様やご利用
者様のニーズに対応した当社グループならではの新しい付加価値、医療・介護・環境分野の新し
いサービス創出を追求してまいります。

② 企業活動とデジタルの融合による効率化及び競争力強化
既存の業務や事業運営において、デジタルを活用した効率化や生産性向上が企業活動の前提と

なっている現在、その取り組みを企業活動の変革や競争力強化につなげる「DX」により具現化
していくことが求められています。当社グループにおいても、企業活動とデジタルの融合に向
け、システム投資やDXの推進を積極的に進め、業務効率化や生産性向上、新たなビジネスモデ
ルの創出等を図ることで、競争力を一層強化し、持続的な成長を志向できる企業活動の基盤を再
構築してまいります。

③ 「人的資本」の強化
お客様に「清潔と健康」に関わる安全・安心なサービスを提供する当社グループにおいては、

現業に従事する従業員一人ひとりの存在が経営の根幹をなす重要な資本であり、当社グループの
付加価値創出につながる最大の強みと考えております。国内の労働力人口が減少するなかで、多
様な人材が活躍できる労働環境・働き方の整備、積極的な採用活動、専門性を高める人材育成・
教育に注力することで、より高品質なサービス提供を可能にする「人的資本」の強化に引き続き
努めてまいります。
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（ご参考）当社コーポレートサイト「サステナビリティ」ページのご案内

　2022年8月にコーポレート
サイトに「サステナビリティ」
ページを開設いたしました。引
き続き当社グループにおける非
財務情報の充実を図ってまいり
ますので、ぜひご覧ください。

以上のような経営環境及び経営課題に対応するための取り組みの方向性を踏まえ、当社は
2025年3月期を最終年度とする中期経営計画「Challenge for the new stage!」（2021年5月
17日公表）を策定いたしました。持続的な成長を実現できる新たなステージを目指し、経営方
針に掲げるトーカイグループのありたい姿の達成に向けて、「続ける」「変える」「創る」の３つ
の基本方針に沿った各種施策に引き続き取り組んでまいります。

また、多岐にわたるサステナビリティ課題への対応及び社会の持続的な発展に貢献すること
は、プライム上場企業としての重大な責務であると認識しております。
当社グループは、創業当初よりレンタルビジネスを中心とする事業活動を通じて持続可能な社

会の実現に取り組んでまいりました。このような当社グループの事業活動の根幹の部分は、
2015年に国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs）の考え方に合致するものであり、引
き続きSDGs達成に貢献すべく、当社グループのマテリアリティに対する取り組みを推進してお
ります。
2023年3月期においては、サステナビリティ経営をより一層推進していくため、 2022年５

月にサステナビリティ基本方針を制定するとともに、サステナビリティ委員会を新設いたしまし
た。当委員会の傘下に置く環境委員会では、サプライチェーン排出量の把握及び可視化に向けた
取り組みを進めており、2023年3月には、脱炭素社会の実現に向け、新たに温室効果ガス排出
量の中長期の削減目標を設定いたしました。あわせて、人権尊重の取り組みを推進するため「ト
ーカイグループ人権方針」を新たに制定するなど、ＥＳＧ各分野における各種課題への対応を進
めております。
今後も引き続き「医療」「介護」「環境」分野における事業活動を通じて、持続的な社会の実現

に貢献してまいります。
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（ご参考）2023年3月期の主な取り組み／トピックス

●　DX中期戦略を策定

　当社は、グループ全体のデジタル戦略を推進し、全社の
DXの基盤をつくることを目的として、2022年５月に
「トーカイグループDX中期戦略」を策定いたしました。
　６月からは全社DX施策の一つである「DXアカデミー」
の一環として、DX人材の社内育成プログラムを開始して
います。引き続き、DXを通じた各事業の課題解決や付加
価値向上、新規事業の創出に積極的に挑戦する組織風土の
醸成に取り組んでまいります。

●　たんぽぽ薬局LINE公式アカウントが誕生

　たんぽぽ薬局は、2022年8月にLINE公式アカウントを
開設しました。これにより公式アカウント内のミニアプリ
から、自宅にいながらでも服薬指導を受けられる「オンラ
イン服薬指導」や薬局での待ち時間短縮につながる「処方
箋事前送信」の機能をワンストップでご利用いただくこと
が可能になりました。

●　埼玉工場を建設開始

　2022年7月に、関東エリアにおける新たな基幹工場と
なる埼玉工場の建設に着工いたしました。エネルギー効率
と生産性の高い環境配慮型工場として、2023年秋に本稼
働を予定しております。

●　豊田通商とインドに合弁会社を設立

　2022年10月、豊田通商株式会社と南インドのカルナタ
カ州ベンガルール市に、リネンサプライなどの医療周辺
サービスの提供を目的とする合弁会社を設立しました。当
社事業の中核をなすリネンサプライサービスをはじめとす
る医療周辺サービスの事業機会の獲得を目指すとともに、
インドにおける公衆衛生の発展の一助となるよう努めてま
いります。
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設備投資
減価償却

第66期第65期

3,652
3,311 3,4143,553

第67期

4,722

3,863

第68期

6,474

4,189

［8］設備投資等の状況
当連結会計年度の設備投資額は64億74百万円となりました。当連結会計年度中において実施

いたしました設備投資等の主なものは、次のとおりであります。
① 当連結会計年度中に完成した主要設備

・当 社
介護用レンタル資産の取得
クリーニング設備の更新
システム導入・更改

・連結子会社
たんぽぽ薬局株式会社
新規出店舗等の取得
調剤関連器具及び店舗備品

(単位:百万円)

② 当連結会計年度継続中の主要設備の新設・拡充
・当 社

新工場建設
介護用レンタル資産の取得
クリーニング設備の更新
システム導入・更改

・連結子会社
たんぽぽ薬局株式会社
新規出店舗等の取得
調剤関連器具及び店舗備品

［9］資金調達の状況
特記すべき資金調達はありません。

［10］主要な借入先
主要な借入先はありません。



33

0.5％所有者別状況

金融機関金融機関

38.0％38.0％

28.1％28.1％

21.4％21.4％

12.1％12.1％

国内法人国内法人

個人・その他個人・その他

外国法人等外国法人等

証券会社

［11］事業の譲渡、他の会社の事業の譲受け、合併等企業再編行為等
特記すべき事項はありません。

［12］その他の企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

2 会社の株式に関する事項

［1］発行可能株式総数 114,000,000株

［2］発行済株式の総数 35,226,618株
（自己株式814,728株を除く。）

［3］株主数 4,711名

(注)構成比率は小数点第２位を四捨五入して表示しております。

［4］大株主（上位10名）
株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

株式会社小野木興産 5,640 16.01
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,863 8.12
株式会社大垣共立銀行 1,420 4.03
株式会社十六銀行 1,410 4.00
トーカイ共友会 1,355 3.84
岐阜信用金庫 1,344 3.81
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,339 3.80
小野木孝二 1,124 3.19
株式会社北陸銀行 1,051 2.98
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,040 2.95
（注） 持株比率は自己株式（814,728株）を控除して計算し、小数点第３位を切り捨てて表示しております。
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［5］当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計

区分 株式数（株） 交付対象者数（名）
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 12,757 6
監査等委員である取締役 － 0
（注） 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は、「４ 会社役員に関する事項［5］取締役の報酬等 ④非金

銭報酬等の内容 a. 譲渡制限付株式報酬」に記載のとおりであります。

［6］その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

3 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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4 会社役員に関する事項

［1］取締役の氏名等
氏名 地位 担当及び重要な兼職の状況

小野木 孝二 代表取締役社長

株式会社トーカイ（四国）代表取締役会長
株式会社サン・シング東海代表取締役会長
株式会社日本情報マート代表取締役会長
公益財団法人小野木科学技術振興財団理事長
一般社団法人日本福祉用具供給協会理事長
一般社団法人日本病院寝具協会理事長

浅井 利明 代表取締役専務 内部統制担当兼経営管理担当 業務統括

白木 元朗 専務取締役 中国・四国リネンサプライ担当 株式会社トーカイ（四国）代表取
締役社長

広瀬 章義 取締役 環境事業担当 Ｌ.Ｅ.Ｃ.事業本部長 株式会社サカタ代表取締役社長

松野 英子 取締役 調剤事業担当 たんぽぽ薬局株式会社代表取締役社長

浅野 智義 取締役 健康生活事業担当 病院関連事業本部長

小里 孝 取締役 株式会社オフィスＴＯ－ＲＥＳＥＡＲＣＨ代表取締役
株式会社ＡＮＣジャパン代表取締役会長

川村 治夫 取締役 キャス・キャピタル株式会社代表取締役

村木 利光 取締役
（監査等委員） －

川添 衆 取締役
（監査等委員） －

宇野 裕 取締役
（監査等委員） 株式会社ひつじ企画代表取締役社長

（注）1. 当事業年度及び当事業年度末日後の取締役の異動等
① 専務取締役浅井利明氏は、2022年６月29日開催の第67回定時株主総会終了後の取締役会において、
代表取締役専務に選定され、就任いたしました。また、同日付で、営業統括から内部統制担当兼経営
管理担当業務統括に担当が変更となっております。
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② 浅野智義、小里孝及び川村治夫の３氏は、2022年６月29日開催の第67回定時株主総会において、
新たに取締役に選任され、就任いたしました。

③ 取締役村木利光氏は、2022年６月29日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって、任期満了に
より取締役を退任し、新たに監査等委員である取締役に選任され、就任いたしました。

④ 代表取締役副社長臼井忠彦氏は、2022年６月29日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって、
任期満了により退任いたしました。

⑤ 監査等委員である取締役堀江範人氏は、2022年６月29日開催の第67回定時株主総会終結の時をも
って、辞任により退任いたしました。

2. 取締役小里孝及び川村治夫並びに監査等委員である取締役川添衆及び宇野裕の４氏は社外取締役であ
ります。なお、当社は４氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取
引所に届け出ております。

3. 取締役小里孝氏は、2014年６月まで株式会社十六カード取締役社長、現在は株式会社ANCジャパン代
表取締役会長の役職にあり、当社と２社との間には取引等があります。取引等の内容は、株式会社十六
カードにつき決済代行等、株式会社ANCジャパンにつき海外視察に伴う旅費交通費負担等であり、当社
売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計に占める取引等の金額の割合は、2023年３月期においてい
ずれも0.1％未満と僅少であります。また、２社の売上高に占める取引等の金額の割合は、直前事業年度
において株式会社十六カードにつき0.2％未満、株式会社ANCジャパンにつき0.6%未満と僅少でありま
す。

4. 監査等委員である取締役川添衆氏は、2017年12月までライオンハイジーン株式会社代表取締役社長の
役職にあり、当社との間に取引等があります。取引等の内容は、当社工場等にて使用する洗浄剤の購入
等であり、当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計に占める取引等の金額の割合は、2023年３
月期において0.2％未満と僅少であります。また、ライオンハイジーン株式会社の売上高に占める取引等
の金額の割合は、直前事業年度において0.4％未満と僅少であります。

5. 監査等委員である取締役村木利光氏は、長年経営幹部として当社の経営に携わり、また、子会社の代
表取締役を務めたこと等から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

6. 社内における効率的な情報収集・情報共有、内部監査部門及び会計監査人との十分な連携等を通じ、
当社監査等委員会の監査・監督機能の強化を図るために、社内事情に精通した村木利光氏を常勤監査等
委員として選定しております。
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［2］責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第１項の規定

に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でか
つ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項各号に定める最低責任限度額を限度とし
て損害賠償責任を負う旨の契約を締結しております。

［3］補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

［4］役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項の規定に基づき、当社並びに子会社の取締役及び監査

役、並びに当社の執行役員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結し、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る法律上の損害賠
償金及び争訟費用による損害を填補することとしております。保険料については、当社が全
額負担しております。
当社は、上記の保険契約により被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにする

ため、上記の保険契約において、被保険者の犯罪行為又は違法と認識しながら行った行為に
起因する損害賠償請求等は補償対象外としております。
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［5］取締役の報酬等

① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の決定方針に関する事項
a. 基本方針
当社は、役員報酬制度をコーポレート・ガバナンスにおける重要事項と位置付け、取締役会

において、取締役報酬の基本方針を以下のとおり定め、本基本方針に基づき取締役報酬制度を
設計、決定しております。
１. 持続的な業績及び企業価値向上の動機付けにつながるものであること
２. 優秀な人材を確保・登用できる水準と設計であること
３. 株主をはじめとしたステークホルダーにとって、客観性や合理性のある設計であること

b. 報酬構成
当社の監査等委員でない社内取締役（以下「業務執行取締役」という。）の報酬は、月額の固

定報酬としての「基本報酬」、年次の短期業績連動報酬としての「賞与」、中長期インセンティ
ブ報酬としての「譲渡制限付株式報酬」、退任時に支給する「退職慰労金」及び社宅提供時に会
社が負担する非金銭報酬等としての「社宅会社負担金」で構成されております。
・月額の固定報酬としての「基本報酬」は、業務執行取締役の所管業務、連結経営に対する貢
献及び責任等を勘案し、役位毎に定めた基準に基づき決定し、毎月支給いたします。
・年次の短期業績連動報酬としての「賞与」は、役位毎に定めた当該事業年度の業績に関する
指標（以下「業績連動指標」という。）を基に、定性的な個人評価を加味した上で決定し、毎
年、事業年度終了後の一定の時期に支給いたします。
・中長期インセンティブ報酬としての「譲渡制限付株式報酬」は、企業価値の持続的な向上を
図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と
しており、その責任と役割を勘案して役位毎に定めた金銭報酬債権の額に応じ、毎年、事業年
度終了後の一定の時期に、当社株式を交付いたします。
・退任時に支給する「退職慰労金」は、在任期間中の功労に報いるために、株主総会の承認を
得たうえで、支給いたします。
・社宅提供時に会社が負担する非金銭報酬等としての「社宅会社負担金」は、当社が支払う賃
料等の合計額と、当社社内規程に基づき取締役が負担する額との差額とし、毎月取締役に支給
する基本報酬から、当該取締役負担額を控除いたします。
なお、監査等委員でない社外取締役の報酬につきましては、客観的かつ独立した立場から当

社の経営を監督する役割を鑑みて、「基本報酬」のみとしております。
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c. 報酬等の支給割合
基本報酬（月額の固定報酬）、賞与（年次の短期業績連動報酬）及び譲渡制限付株式報酬（中

長期インセンティブ報酬）の支給割合は、概ね６：２：２を目安とし、業務執行取締役ごとの
報酬の構成割合は、当社グループの持続的な企業価値向上や成長に対する職責及び職務の質・
量に応じて決定いたします。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社は、取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会

を設置しております。取締役の個人別の報酬等の内容については、指名・報酬委員会へ諮問し、
答申を受けた上で、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が取締役報酬等の決定方針、決定
方法等を定めた社内規程等一定の基準に基づき決定していることから、当社の決定方針に沿う
ものであると判断しております。
e. 取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
取締役会の委任を受けた代表取締役社長小野木孝二氏が、当社社内規程等一定の基準に基づ

き、取締役会で決議した報酬枠の範囲内において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）
の個人別の基本報酬（月額の固定報酬）及び賞与（年次の短期業績連動報酬）の額を決定して
おりますが、当社グループ全体の事業方針、業績等を総合的に勘案し、これらに対する各取締
役（監査等委員である取締役を除く。）の職責及び担当、寄与度や業績達成度等の評価を行うに
は、当社グループの業務執行全般を統括する代表取締役社長が決定することが適切であると考
えております。
② 監査等委員である取締役の個人別の報酬等の決定方針に関する事項
監査等委員である取締役に対する報酬は、月額の固定報酬としての「基本報酬」のみで構成

されており、監査等委員である取締役の各人別の基本報酬の額は、2015年６月26日開催の第
60回定時株主総会において決議いただきました金銭報酬枠の範囲内において、各自が担当する
職務の質及び量に応じて、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
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③ 業績連動報酬等に関する事項
当社は、業務執行取締役に対し、単年度の業績に連動した年次の短期業績連動報酬として、

賞与を支給しております。
各人別の賞与の額は、役位別賞与基準額及び業績連動指標を基に、定性的な個人評価を加味

した上で決定しており、当社の業績及び企業価値の向上並びに株主及び投資家の皆様との価値
共有の観点から、該当事業年度におけるa)連結売上高、b)連結当期純利益及びc)部門業績（売
上高・経常利益）を業績連動指標として採用しております。
上記a)及びb)の実績は「１ 企業集団の現況に関する事項［5］財産及び損益の状況の推移」

に記載のとおりです。なお、上記c)の計画値及び実績値は対外的に公表しておりませんが、賞
与支給額の算出にあたり使用した当事業年度の部門業績（売上高・経常利益）の平均達成率は
約105.0％となりました。
④ 非金銭報酬等の内容
a. 譲渡制限付株式報酬
当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆

様との一層の価値共有を進めることを目的として、業務執行取締役（以下譲渡制限付株式報酬
の支給対象を「対象取締役」という。）に対して、譲渡制限付株式報酬を支給しております。
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分は、2020年６月26日開催の第65回定時株主総

会において決議いただきました金銭報酬債権の総額及び割当株式総数の上限の範囲内において、
取締役会において決定することとし、対象取締役は、当該取締役会決議に基づき支給される金
銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社普通株式の発行又は処分を受けるものと
します。ただし、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式
併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数
の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整いたします。
１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当

社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）
を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、
取締役会において決定いたします。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっ
ては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当
契約」という。）を締結するものとします。
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（１）譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より３年間から30年間までの間で当社の

取締役会が予め定める期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当を受け
た当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処
分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。
（２）退任時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、

その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式
を当然に無償で取得する。
（３）譲渡制限の解除
上記（１）の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当

社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲
渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記
（２）に定める任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記
（２）に定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を
解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の規定に
従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株
式を当然に無償で取得する。
（４）組織再編等における取扱い
上記（１）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併

契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する
事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さ
ない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議によ
り、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定
める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限
が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
（５）その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
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b. 非金銭報酬等としての社宅会社負担金
当社は、業務上の理由により、業務執行取締役が転居することに伴い必要となる場合には、

当該取締役に対して社宅を提供するものとし、当社が賃貸人に支払う賃料等の合計額と、当該
取締役が当社に支払う社宅の利用の対価（以下「自己負担額」という。）との差額を、非金銭報
酬等（以下「社宅会社負担金」という。）として取り扱っております。
社宅会社負担金は、2009年６月26日開催の第54回定時株主総会において決議いただきまし

た非金銭報酬の総額の範囲内で支給するものとし、当該取締役の自己負担額は、当社社内規程
に基づき、当該取締役に対して毎月支給する基本報酬から控除しております。
⑤ 取締役の報酬等の額

区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる
役員の員数
(名）

金銭報酬 非金銭報酬等
固定
報酬

業績
連動報酬

退職
慰労金

譲渡制限付
株式報酬

取締役（監査等委員である
取締役を除く。）
（うち社外取締役）

168
（10）

104
（10）

33
（-）

8
（-）

21
（-）

10
（2）

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

21
（12）

21
（12） - - - 4

（2）
（注）1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2015年６月26日開催の第60回定時株

主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役
（監査等委員である取締役を除く。）の員数は７名であります。

また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年６月26日開催の第65回定時株主総会において、取締役（監
査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬の額を年額90百万円以内、
株式数の上限を８万株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委
員である取締役及び社外取締役を除く。）の員数は７名であります。
以上の金銭報酬及び譲渡制限付株式報酬とは別枠で、2009年６月26日開催の第54回定時株主総会に

おいて、業務上の理由により取締役が転居することに伴う社宅提供時に当社が負担する非金銭報酬等の
額を、取締役１名あたり月額20万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締
役の員数は７名であります。

2. 監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2015年６月26日開催の第60回定時株主総会において年
額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員
数は３名であります。

3. 上表には、2022年６月29日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名及び監
査等委員である取締役１名を含んでおります。
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4. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業績連動報酬の額には、当事業年度中に役員賞与引当金
繰入額として費用処理した26百万円を含んでおります。

5. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の退職慰労金の額は、当事業年度中に役員退職慰労引当金
繰入額として費用処理した8百万円となります。

6. 上記のほか、2022年６月29日開催の第67回定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金を退任取
締役２名に対して44百万円を支給しております（過年度において役員退職慰労引当金繰入額として計上
済みの金額を含んでおります）。

⑥ 指名・報酬委員会の活動状況
取締役会の機能の独立性、客観性、説明責任を強化するため、2022年６月より取締役会の任

意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたしました。社外取締役を主要な構成員（過半
数を独立社外取締役から選出）とし、原則として年４回、必要に応じ臨時で開催し、代表取締
役、役付取締役及び執行役員の選解任と取締役候補者の指名、並びに取締役及び執行役員の報
酬に係る事項等について審議を行い、当該審議結果を取締役会に答申をいたします。
当事業年度においては、指名・報酬委員会を３回開催しており、以下の内容を主に審議して

おります。
・2022年６月29日開催：委員長の決定、本年の活動日程について
・2022年10月17日開催：取締役、執行役員の報酬体系について
・2023年２月10日開催：執行役員の選任及び基本報酬枠案の答申について
個々の委員の指名・報酬委員会出席状況

氏名 出席状況

代表取締役社長 小野木 孝二 （議長） ３回/３回（100％）

代表取締役専務 浅井 利明 ３回/３回（100％）

取締役 小里 孝 （社外取締役） ３回/３回（100％）

取締役 川村 治夫 （社外取締役） ３回/３回（100％）

取締役 川添 衆 （社外取締役） ３回/３回（100％）

取締役 宇野 裕 （社外取締役） ３回/３回（100％）
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［6］社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

社外取締役小里孝氏は、株式会社オフィスTO-RESEARCHの代表取締役及び株式会社ANC
ジャパンの代表取締役会長を兼務しておりますが、兼職先と当社との間には特別な関係はあり
ません。
社外取締役川村治夫氏は、キャス・キャピタル株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、

兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
社外取締役宇野裕氏は、株式会社ひつじ企画の代表取締役社長を兼務しておりますが、兼職

先と当社との間には特別な関係はありません。
② 当事業年度における主な活動状況

区分 氏名 出席会議及び
出席状況 主な活動状況

取締役 小里 孝

取締役会
12回/12回（100％）

指名・報酬委員会
３回/３回（100％）

地域金融機関における経営者としての豊富な経験
とその経験から培った企業経営に関する幅広い知見
を基に、当社グループの人的資本経営に関し積極的
な助言を行うとともに、中長期的な組織運営等に資
する発言を行っております。
また、取締役会の任意の諮問機関である指名・報

酬委員会において、役員人事案や報酬支給案等につ
いて助言・提言を行うことにより、取締役会の独立
性、客観性、説明責任の強化に重要な役割を果たし
ています。

取締役 川村 治夫

取締役会
12回/12回（100％）

指名・報酬委員会
３回/３回（100％）

ファンドマネージャーとしての豊富な知見・経験
を基に、M&Aや投資案件、ファイナンスなどに関し
積極的な助言を行うとともに、株主・投資家目線を
踏まえた意見を述べております。
また、取締役会の任意の諮問機関である指名・報

酬委員会において、役員人事案や報酬支給案等につ
いて助言・提言を行うことにより、取締役会の独立
性、客観性、説明責任の強化に重要な役割を果たし
ています。
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区分 氏名 出席会議及び
出席状況 主な活動状況

取締役
（監査等委員） 川添 衆

取締役会
17回/17回（100％）

指名・報酬委員会
３回/３回（100％）

監査等委員会
13回/13回（100％）

経営者としての高い見識及び当社事業領域におけ
る豊富な経験を基に、M&Aや投資案件、リスク管理
などに関し積極的な助言を行うとともに、株主・投
資家目線を踏まえた意見を述べております。
また、取締役会の任意の諮問機関である指名・報

酬委員会において、役員人事案や報酬支給案等につ
いて助言・提言を行うことにより、取締役会の独立
性、客観性、説明責任の強化に重要な役割を果たし
ています。
さらに、監査等委員会における当社グループ全体

の監査・ガバナンス等に関する重要な意思決定への
関与・助言を行うとともに、グループ役員との面談
や主要子会社の視察等、経営全般の監督機能を発揮
しました。

取締役
（監査等委員） 宇野 裕

取締役会
17回/17回（100％）

指名・報酬委員会
３回/３回（100％）

監査等委員会
13回/13回（100％）

長年にわたる公職の経験及び健康生活分野におけ
る専門的知見を基に、当社グループのビジネスモデ
ルや事業展開に関し積極的な助言を行うとともに、
ガバナンスの強化に資する発言を行っております。
また、取締役会の任意の諮問機関である指名・報

酬委員会において、役員人事案や報酬支給案等につ
いて助言・提言を行うことにより、取締役会の独立
性、客観性、説明責任の強化に重要な役割を果たし
ています。
さらに、監査等委員会における当社グループ全体

の監査・ガバナンス等に関する重要な意思決定への
関与・助言を行うとともに、グループ役員との面談
や主要子会社の視察等、経営全般の監督機能を発揮
しました。

（注） 取締役小里孝氏及び取締役川村治夫氏は、2022年６月29日に取締役就任後の出席会議及び出席
状況を記載しております。

③ 子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
該当事項はありません。



46

5 会計監査人の状況

［1］会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ

［2］責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

［3］当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等

39百万円
② 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

49百万円
（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記
①の金額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人に対する上記報酬等の額について、会計監査人から監査
計画（監査方針、監査体制、監査項目、監査予定時間等）の説明を受けた後、その内容
及び見積報酬額について前期の実績と比較、関係部門（経理・システム本部）等からの
情報、評価を踏まえ検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第１項
の同意を行っております。

［4］会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、当該会計監査人が、会社法第340条第１項に定められている解任事由に該当

する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合には、当該会計監査人の解任又は不再
任に関する議案の内容を決定いたします。
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6 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

［1］取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適
正を確保するための体制
当社は、内部統制システムを以下のとおり整備しております。
① 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制
当社グループの取締役及び従業員は、法令遵守・企業倫理の徹底を目的に制定された「トー

カイグループ コンプライアンスマニュアル」に従う。
当社グループの取締役及び従業員は、コンプライアンス意識の向上に向けた研修、教育等を

通じ、高い企業倫理を身につけるよう努めるほか、法令及び定款に適合するように整備された
社内規程や組織に基づき職務執行を行う。
当社グループの取締役及び従業員の職務執行状況のモニタリングについては、独立した内部

監査部門が監査等委員会等との連携を図り当社グループ全体の監査を実施する。
また、当社グループは、従業員が直接情報提供を行うための内部通報制度を整備し、適切な

対応をとる。その際当社グループは、通報内容を守秘し、通報者に対して不利益な扱いを行わ
ない。
② 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社グループの取締役の職務執行に係る情報は、法令及び文書取扱規程等に基づき、適切に
保存及び管理する。
③ 当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

当社グループの取締役及び従業員は、リスク管理のために、リスク管理基本規程を整備し、
経営を取り巻く各種リスクを抽出・分析し、重点管理項目を設定・検証する。これらのリスク
の管理の対応にあたって、グループ横断のリスク管理と情報共有のための委員会を設置し、リ
スク発生の未然防止に努める。損失の危機が顕在化した際には、迅速に対応するための組織を
設置し、被害の拡大を防止する。
また、当社は、監査等委員会及び内部監査部門において、定期的に内部監査を行い、損失の

危機の発生を防止し、リスク管理体制をチェックする。
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④ 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
制
当社グループは、事業の内容に応じて、事業本部制、子会社制を導入し、各事業の状況に応

じた的確で迅速な意思決定を促進する。
また、当社では執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化及び責任体制の明確化を図るほ

か、取締役、執行役員及び重要な子会社の代表取締役で構成する役員会を、原則として月２回
開催し、迅速な意思決定と業務の効率性を確保する。
⑤ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループ共通の経営理念として、「トーカイ憲章」を制定し、当社グループの健全な内
部統制環境の醸成を図る。
当社グループは、関係会社管理規程を整備し、グループにおける報告管理体制を整備すると

ともに、重要な子会社の代表取締役と、子会社各社に配置される親会社の取締役（監査等委員
である取締役を除く。）又は執行役員に対し、業務の適正を確保するうえで必要なコンプライ
アンス遵守とリスク管理体制についての権限と責任を与え、当社の監査等委員会及び内部監査
部門がこれを補佐する。一定の役職者以上で構成されるグループ全体会議を定期的に開催し、
報告・協議の体制を整備することで企業集団における業務の適正を確保する。
⑥ 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、子会社の業務執行について決裁ルールの整備を行うほか、経営の重要な事項に関し
ては、社内規程に基づき、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、当社の事業管
理関連部門等が子会社から事業計画等の報告を定期的に受け、業務の適正性を確認する。
⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

当社は、監査等委員会の職務を補助するために、監査等委員会事務局を設置する。
⑧ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の当社の他の取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性
の確保に関する事項
監査等委員会の補助者は、監査等委員会の指揮命令に服し、取締役（監査等委員である取締

役を除く。）及び当該従業員の属する組織の上長の指揮命令系統から外れる。監査等委員会の
補助者が、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び当該従業員の上長からの指揮命令
を受けないことを社内規程に明記するなど、当該従業員の取締役（監査等委員である取締役を
除く。）からの独立性及び監査等委員会の職務補助に係る指示の実効性の確保に努める。
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⑨ 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに当社子会社の取締
役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するた
めの体制
当社グループの取締役（当社の取締役については、監査等委員である取締役を除く。）及び

従業員並びに当社子会社の監査役は、当社監査等委員会が選定した監査等委員から業務執行に
関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。また、法令等の違
反行為等、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実について発見した場合には、直
ちに当社の監査等委員会に対して報告を行う。
⑩ 監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
ことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な

取扱いを行わない。
⑪ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）に関し、

独自の外部専門家（弁護士、公認会計士等）を当該監査等委員のための顧問とすることを求め
た場合、当社は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費
用を負担する。
当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、必要な予算措置を

講じるものとする。
⑫ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員は、②により保管する情報を、必要に応じ、閲覧できる。また、監査等委員は、
必要に応じ、役員会及び事業部会議等の重要な会議に同席でき、意見交換を実施し、適切な意
思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
監査等委員会は、内部監査部門の責任者から、監査の実施状況及び業務遂行の報告を受ける

ことができる。また、管理部門担当取締役及び会計監査人から、当社グループの状況について
定期的に報告を受ける。
⑬ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社グループは、財務報告の信頼性を確保する体制の整備と運用に関する基本的な事項を規
定した「財務報告に係る内部統制に関する基本方針（内部統制基本方針）」に基づき、内部統
制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの整備・運用を行う。また、当社グ
ループは、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行
うことにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
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⑭ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係遮断

については、基本的な考え方を「トーカイグループ コンプライアンスマニュアル」に明記す
るとともに、自治体（都道府県）が制定した暴力団排除条例の遵守に努め、社会的責任及び企
業防衛の観点から毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。事案の発生時には、警察や
弁護士などの外部専門機関と綿密に連携をとり、反社会的勢力対応規程に基づき組織全体とし
て速やかに対処する。

［2］業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度においての業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりで

す。
① コンプライアンスに関する取組み状況

「トーカイグループ コンプライアンスマニュアル」の精神に則り、役員及び従業員を対象
とした教育・研修、グループ社内報を通じた定期的な啓蒙活動を行うことにより、グループ全
体での継続的なコンプライアンス意識の向上に努めております。
当社グループでは、グループ全体のコンプライアンスへの取組みや問題点について、原則、

四半期に一度開催されるコンプライアンス委員会において共有・確認をしており、グループ全
体のコンプライアンス体制の強化に努めております。
発生したコンプライアンス事案又は内部監査部門の監査により指摘・助言等があった事案に

ついては、コンプライアンス委員会における審議や監査等委員会からの指摘・助言等を基に、
担当役員・担当部門を中心に規程・マニュアル等の改訂や業務フローの見直し、従業員への周
知徹底を行うなど、同種事案の再発・未然防止策を講じたほか、グループ全体で横展開を図り
ました。
特に当事業年度においては、2022年６月の改正公益通報者保護法施行に伴い、改正法が求

める要件にあわせてグループ全体の内部通報制度を再整備するとともに、グループ社内報や全
拠点に掲示している内部通報制度の周知ポスターの改訂を通じて役員及び従業員へ内部通報制
度の再周知を行いました。また、管理職に対してサイバーセキュリティに関する研修を実施す
る等、内部管理体制の強化に努めております。
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② 職務執行の適正性及び効率性確保並びに当社グループ会社の経営管理に関する取組み状
況
当事業年度において、取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）、執行役員及び重要な

子会社の代表取締役で構成される役員会を24回開催し、迅速な意思決定と業務の効率化を図
りました。また、グループ全体会議を３回開催し、当社グループ各社における業務の執行状況
を報告・協議することにより、グループ全体の業務の適正確保に努めました。
③ 損失の危機の管理に関する取組み状況

当社グループは、リスク管理（リスクの顕在化を予防する未然防止活動）を実行するため、
各社・各事業本部における自律的統制に加え、主管部門等による監視、内部監査室による監査
等により、リスク管理体制の適切性・有効性を確保しております。
当社グループでは、毎期、経営を取り巻く各種リスクを抽出・分析し、重点管理項目を策

定・検証・評価することにより、リスクの把握・発生の未然防止に継続的に取り組んでおりま
す。当事業年度においても、期初に設定した重点管理項目の評価を期中・期末に実施したほ
か、リスク管理委員会・取締役会において検証・評価等を行い、グループ全体での危機管理体
制の強化に努めました。
④ 監査等委員会の活動状況

当社グループにおける監査等委員会監査は、法令又は定款もしくは「監査等委員会規程」に
定める事項のほか、「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システムに係る監査等委員会
監査の実施基準」に則り実施し、企業集団の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出
を実現し、社会的信頼に応える企業統治体制の確立に資することを目的としております。
常勤の監査等委員である取締役は、各種重要会議への出席、保存文書・情報の閲覧、代表取

締役・取締役（子会社を含む）・執行役員及び子会社の監査役との面談、各本部・各子会社の
往査等、積極的な情報収集・意見交換を通じて効果的な職務執行確保に努めており、その内容
は、社外取締役にも適時共有をしております。さらには、独立した客観的な立場に基づく情
報・認識共有を行うため、監査等委員である社外取締役のみを構成員とする会合を開催してお
ります。
当事業年度は、監査等委員会が13回開催され、法定事項のほか、当社グループ全体の監

査・ガバナンス等に関する重要事項につき審議・協議・決定するとともに必要な情報交換を行
いました。主な検討事項としては、内部統制システムの整備・運用状況、重点監査項目、会計
監査人監査の相当性、コンプライアンス事案の検証であり、必要に応じ担当役員・担当部門に
対し、指摘・助言を行いました。そのほか、サステナビリティ基本方針に対する取り組み状況
の確認や建設中の埼玉工場の視察をしております。
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7 会社の支配に関する基本方針

［1］当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方
針」）
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者（以下「方針決定を支配する者」とい

います。）の在り方について、基本的には、株主の皆様の自由な判断に基づいた当社株式の自由
な取引を通じて決定されるべきものであると考えており、上場企業として多様な投資家の皆様に
株主となっていただき、そのさまざまな意見を当社の財務及び事業の方針の決定に反映させるこ
とが望ましいと考えております。
もっとも、わが国の資本市場においては、経営陣の同意なく、会社支配権の取得を意図した株

式の大量買付行為が少なからずあり、このような買付行為の中には、当社及び当社グループの顧
客、取引先、地域社会及び従業員等ステークホルダーの利益を著しく損なう蓋然性の高いもの
や、株主の皆様に十分な判断の時間や判断の材料を与えないもの等、当社の企業価値及び株主共
同の利益に反する買付行為も想定されます。
当社は、このような買付行為を行おうとする者に対して、方針決定を支配する者となる機会を

与えることは、株主の皆様からのさまざまな意見を当社の財務及び事業の方針の決定に反映させ
ようとするにあたって望ましくないものと考えております。
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［2］基本方針に関する取組み
当社は、以下のような取組みにより当社の企業価値及び株主共同の利益を向上させることが、

多様な投資家の皆様からの当社への投資につながり、結果的に、基本方針の実現に資するものと
考え、これらの取組みを実施しております。
① 事業特性及び事業の根幹に対する認識

当社は、1955年の創業時から快適な職場環境や住空間の創造、人々の健康の増進や福祉の
向上に資することを目的に、社会に貢献できる企業を目指し60年以上にわたってさまざまな
事業を展開してまいりました。
現在では、医療機関や介護福祉施設等比較的体力が弱い方々が多く集まる場所で、各種の事

業を展開しており、「衛生管理のプロ」としてその専門的な知識と経験を活かし、お客様にと
って安心かつ安全なサービスの提供を心がけております。
このように、当社では事業の現場を最優先に考え、そこからお客様のニーズを的確にとらえ

て提供することで、当社のプレゼンスを向上させ、ひいては当社グループの持続的な企業価値
の向上に努めております。
② 顧客との連携及び協力体制

当社グループでは数多くの医療機関や介護福祉施設からさまざまな業務を受託しており、そ
のような機関や施設と一体となってその運営に携わっております。
介護用品の貸与事業におきましても、全国に76ある介護保険指定事業者としての拠点

（2023年３月末現在）を通じ、ケアマネジャーの方々の信頼の下、ご利用者様に介護用品を貸
与しております。そして、調剤薬局事業では、中部地区を中心に149店舗（2023年３月末現
在）を展開し、医療機関との緊密な連携を背景にして多くの患者の皆様に薬を提供させていた
だいております。さらに、環境サービスを構成するリースキン事業でも、全国に約1,000の地
方本部・代理店を有するフランチャイズ網（2023年３月末現在）を築いております。
このような医療機関及び介護福祉施設や代理店との信頼関係は長い時間をかけて醸成してき

たものであり、当社事業の根幹をなすものと考えております。
③ 事業環境に対する取組み

高齢者人口の増加を背景に医療に対する支出が増加し続け、国家財政にとって大きな問題と
なっており、厚生労働省は医療や介護にかかる費用を削減するために、法律や制度の改正を重
ね、当社グループを取り巻く環境は厳しいといわざるを得ません。
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そこで、当社グループでは、医療機関や介護福祉施設から多様な業務を受託することによ
り、このような収益環境の土台をなす法制度改正の荒波を乗り越えております。つまり、一つ
ひとつの事業を独立させるのではなく、複数の事業を有機的に結合させてサービスを提供する
ことにより、当社グループの強みを際立たせ、ひいては企業価値の向上及び株主共同の利益の
向上を図っております。
④ さまざまなステークホルダーとの緊密な関係

当社では、株主の皆様、顧客、取引先や従業員等さまざまな関係者からの、当社グループの
事業特性へのご理解と事業そのものに対してのご協力に支えられて、これまで企業価値を高め
るとともに、株主の皆様の共同利益の確保・向上に努めてまいりました。
この長年にわたって築いてきた協力体制を維持・発展させることをベースに、当社グループ

の事業の運営を進めることが極めて重要であると認識しております。
従いまして、引き続きこの協力体制を継続していくことが、当社グループの企業価値を最大

化し、かつ株主共同の利益に資すると確信いたしております。

［3］当社の取組みが、基本方針に沿い、株主共同の利益を害するものではなく、当社の会社役
員の地位の維持を目的とするものではないことについて
［2］の取組みは、いずれも、究極的には、当社株主共同の利益及び当社企業価値を向上させ

るための取組みであるため、これらの施策により、多様な投資家の皆様が当社へ投資することが
期待できるという意味で、多様な株主の皆様のさまざまな意見の反映という当社の基本方針に沿
うものであります。また、これらの施策は、当社の会社役員の地位の維持とは関係がありませ
ん。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額は、特に断りのある場合を除き、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

また、１株当たり情報その他比率等は、全体を100％で表示する場合を除き、表示単位未満を四捨五入して
表示しております。
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連結貸借対照表（2023年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額

資産の部
流動資産 62,628

現金及び預金 36,070
受取手形及び売掛金 19,071
有価証券 927
棚卸資産 5,424
その他 1,176
貸倒引当金 △42

固定資産 48,157
有形固定資産 32,592
建物及び構築物 10,051
機械装置及び運搬具 4,100
土地 11,198
リース資産 1,093
建設仮勘定 3,407
その他 2,741
無形固定資産 1,694
のれん 268
その他 1,425
投資その他の資産 13,870
投資有価証券 7,709
繰延税金資産 1,411
その他 5,086
貸倒引当金 △336

資産合計 110,785

科 目 金 額

負債の部
流動負債 23,561

支払手形及び買掛金 13,159
短期借入金 1,425
未払金 3,883
未払法人税等 1,332
賞与引当金 2,195
役員賞与引当金 74
その他 1,490

固定負債 5,000
長期借入金 530
リース債務 344
繰延税金負債 165
役員退職慰労引当金 456
退職給付に係る負債 2,201
その他 1,302

負債合計 28,562

純資産の部
株主資本 79,856
資本金 8,108
資本剰余金 4,934
利益剰余金 68,715
自己株式 △1,901
その他の包括利益累計額 1,798
その他有価証券評価差額金 1,816
退職給付に係る調整累計額 △17
非支配株主持分 568
純資産合計 82,223
負債純資産合計 110,785

（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。



56

連結損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額

売上高 130,184
売上原価 98,266
売上総利益 31,918
販売費及び一般管理費 24,063
営業利益 7,855
営業外収益
受取利息 36
受取配当金 162
助成金収入 147
その他 280 626
営業外費用
支払利息 27
貸倒引当金繰入額 110
貸倒損失 170
不動産賃貸原価 17
損害賠償金 64
その他 10 400
経常利益 8,080
特別利益
固定資産売却益 1,079 1,079
特別損失
固定資産除却損 145
減損損失 57
災害による損失 16 220
税金等調整前当期純利益 8,940
法人税、住民税及び事業税 2,862
法人税等調整額 △82 2,780
当期純利益 6,159
非支配株主に帰属する当期純利益 52
親会社株主に帰属する当期純利益 6,106
（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表（2023年３月31日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額

資産の部
流動資産 24,258

現金及び預金 13,047
受取手形 169
売掛金 7,129
有価証券 927
棚卸資産 2,079
未収還付法人税等 266
その他 670
貸倒引当金 △32

固定資産 41,554
有形固定資産 20,327
建物 5,809
構築物 273
機械及び装置 1,394
車両運搬具 130
工具、器具及び備品 1,733
土地 7,275
リース資産 404
建設仮勘定 3,305
無形固定資産 1,162
ソフトウエア 733
のれん 187
その他 241
投資その他の資産 20,063
投資有価証券 6,569
関係会社株式 11,442
関係会社長期貸付金 851
破産更生債権等 168
その他 1,357
貸倒引当金 △326

資産合計 65,812

科 目 金 額

負債の部
流動負債 14,160

買掛金 3,984
短期借入金 675
関係会社短期借入金 4,600
１年内返済予定の長期借入金 390
リース債務 140
未払金 2,422
未払法人税等 276
賞与引当金 1,036
役員賞与引当金 26
その他 607

固定負債 1,870
長期借入金 420
リース債務 304
退職給付引当金 96
役員退職慰労引当金 233
長期預り保証金 399
繰延税金負債 219
その他 196

負債合計 16,030

純資産の部
株主資本 47,957
資本金 8,108
資本剰余金 4,765
資本準備金 3,168
その他資本剰余金 1,597
利益剰余金 36,984
その他利益剰余金 36,984
固定資産圧縮積立金 60
別途積立金 761
繰越利益剰余金 36,162

自己株式 △1,901
評価・換算差額等 1,824
その他有価証券評価差額金 1,824
純資産合計 49,781
負債純資産合計 65,812

（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額

売上高 52,606
売上原価 31,913
売上総利益 20,692
販売費及び一般管理費 17,530
営業利益 3,162
営業外収益
受取利息 38
受取配当金 3,249
受取手数料 16
その他 99 3,404
営業外費用
支払利息 42
貸倒引当金繰入額 110
貸倒損失 170
その他 4 326
経常利益 6,240
特別利益
固定資産売却益 2 2
特別損失
固定資産除却損 58 58
税引前当期純利益 6,184
法人税、住民税及び事業税 970
法人税等調整額 4 974
当期純利益 5,210
（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年5月12日
株 式 会 社 ト ー カ イ
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
名 古 屋 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西松 真人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊藤 達治

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社トーカイの2022年4月1日から2023年

3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、株式会社トーカイ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計
算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに
連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年5月12日
株 式 会 社 ト ー カ イ
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
名 古 屋 事 務 所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西松 真人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊藤 達治

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社トーカイの2022年4月1日から

2023年3月31日までの第68期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等
の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第68期事業年度における取締役の職務の執行について監査
いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。
1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基

づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告
を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び

使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の収集を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、基本方針決定時の

取締役会の決議に基づく内容と変更がないことを確認いたしました。
会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（令和３年11月16日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。
2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の

記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当であると認めま

す。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の
株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月15日
株式会社トーカイ 監査等委員会

常勤監査等委員 村木 利光 ㊞
監査等委員 川添 衆 ㊞
監査等委員 宇野 裕 ㊞

（注）監査等委員川添衆及び宇野裕は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主メモ
事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 ６月下旬

基準日
定時株主総会・期末配当／毎年３月31日

中間配当／毎年９月30日

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

特別口座の

口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先

（電話照会先）

〒168-0063

東京都杉並区和泉二丁目８番４号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

＜電話＞ 0120-782-031（フリーダイヤル）

受付時間9：00～17：00（土日祝日を除く）
https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/

一単元の株式の数 100株

上場金融商品取引所 東京証券取引所 プライム市場

公告方法 電子公告によります。

ただし、電子公告によることができない

やむを得ない事由が生じた場合は、

日本経済新聞に掲載いたします。

電子公告のホームページアドレス

https://www.tokai-corp.com/finance/

各種株式事務のお問い合わせについては、以下の当社ウェブサ
イトをご確認ください。
https://www.tokai-corp.com/finance/stocks/info/



株主優待制度のご案内
　毎年3月31日現在、株主名簿に記載された株主様に対し、その時点に
おける保有株式数及び保有期間に応じて、次の基準のとおり株主優待品
を贈呈いたします。（画像はイメージです。）

飛騨高山ラーメンなないろ（1,000円相当）

岐阜県の名産品の一例トーカイオリジナルカレー

※保有期間に関わらず、優待品の贈呈に代えて「社会貢献活動への寄付」を選択することができます。
明方ハム（3,000円相当） 飛騨牛ハンバーグ（5,000円相当）

保有期間1年未満の株主様 保有期間1年以上の株主様

100株以上1,000株未満 トーカイオリジナルカレー　3人前 トーカイオリジナルカレー　3人前もしくは
岐阜県の名産品等（1,000円相当）の中から一品選択

1,000株以上10,000株未満 トーカイオリジナルカレー　9人前 トーカイオリジナルカレー　9人前もしくは
岐阜県の名産品等（3,000円相当）の中から一品選択

10,000株以上 トーカイオリジナルカレー　15人前 トーカイオリジナルカレー　15人前もしくは
岐阜県の名産品等（5,000円相当）の中から一品選択

毎年6月開催の定時株主総会終了後に、株主優待関連書類をお送りしております。
お手元に届いた申込みはがきを8月31日（木）までにご返送ください。

お申込み時期 商品の発送時期
7月末までの申込み受付 ▶ 8月下旬以降に順次発送

８月末までの申込み受付 ▶ ９月下旬以降に順次発送
※ご選択いただいた商品によっては、生産時期の都合により発送時期が遅れる場合がございます。予めご了承くださいますよう、お願い申しあげます。

株主優待のお申込みと商品のお届け時期について
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〈メ モ 欄〉



株主総会会場ご案内図

●JR東海道本線「岐阜駅」下車　北へ徒歩約25分
●名鉄名古屋本線「名鉄岐阜駅」下車　北西へ徒歩約25分
●駅からバスをご利用の場合
　乗り場　JR岐阜駅中央北口バスターミナル⑨番／名鉄岐阜駅前バス乗り場⑤番
　路　線　岐阜バス 岐阜大学・病院線［行先番号Ｃ70］
　　　　　「本郷町」下車　東へ徒歩約２分
　行先番号Ｃ70の直行便、快速便及び清流ライナーは、「本郷町」に停車いたしませんので、ご注意ください。

(注)  会場には駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。 
株主総会開催日時点の状況を踏まえた感染症対策を講じますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申しあげま
す。

交
通
の
ご
案
内

岐
阜
西
通
り

岐
阜
東
通
り

岐阜県岐阜市
若宮町九丁目16番地

当社本店
７階会議室
電話 058-263-5111

株主総会会場



電子提供措置の開始日 2023年６月５日
株 主 各 位

第68回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

連結株主資本等変動計算書
連 結 注 記 表
株主資本等変動計算書
個 別 注 記 表

(2022年４月１日から2023年３月31日まで)

（証券コード9729）
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連結株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 8,108 4,949 64,246 △1,951 75,352

当期変動額

剰余金の配当 △1,549 △1,549

親会社株主に帰属する当期純利益 6,106 6,106

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △14 49 34

連結範囲の変動 △88 △88

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △14 4,468 49 4,503

当期末残高 8,108 4,934 68,715 △1,901 79,856

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 1,677 △28 1,649 516 77,519

当期変動額

剰余金の配当 △1,549

親会社株主に帰属する当期純利益 6,106

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 34

連結範囲の変動 △88

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 138 10 149 51 200

当期変動額合計 138 10 149 51 4,704

当期末残高 1,816 △17 1,798 568 82,223

（注） 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 15社

連結子会社名 ①㈱トーカイ（四国） ②㈱プレックス
③㈱同仁社 ④トーカイフーズ㈱
⑤㈱サン・シング東海 ⑥ゆうえる㈱
⑦たんぽぽ薬局㈱ ⑧㈲レベルアップ
⑨㈱ティ・アシスト ⑩㈱ビルメン
⑪大和メンテナンス㈱ ⑫㈱リースキンサポート
⑬㈱サカタ ⑭九州メガソーラー㈱
⑮㈱日本情報マート

なお、前連結会計年度において非連結子会社でありましたゆうえる㈱は、重要性が増
したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

（2）主要な非連結子会社名
㈱ニッショウ及び㈱レンテックス
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及
ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の非連結子会社はありません。
（2）持分法適用の関連会社はありません。
（3）持分法を適用していない主要な会社等の名称

㈱ニッショウ及び㈱レンテックス
（持分法の適用から除いた理由）
持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、
かつ、全体としても重要性がないためであります。
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3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの…時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等 …移動平均法に基づく原価法

なお、投資事業有限責任組合への出資（金
融商品取引法第２条第２項により有価証券と
みなされるもの）については、組合契約に規
定される決算報告日に応じて入手可能な最近
の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取
り込む方法によっております。

② 棚卸資産 …主として移動平均法による原価法（貸借対照
表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備を除く） …定額法
その他の有形固定資産 …主として定率法

ただし、2016年４月１日以降に取得した
建物附属設備及び構築物並びに一部の連結子
会社については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物及び構築物 15～50年
機械装置及び運搬具 10～17年

② 無形固定資産（リース資産を除く） …定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）について
は、社内における利用可能期間（５年）に基
づく定額法
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③ リース資産 …リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
する定額法

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し
ております。

② 賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計

上しております。
③ 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上して
おります。

④ 役員退職慰労引当金
当社及び一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しております。
（4）収益及び費用の計上基準

当社グループは、健康生活サービス・調剤サービス・環境サービスを主な事業として展
開しております。
健康生活サービスにおきましては、医療機関や介護福祉施設でのリネンサプライなどの

周辺業務の受託、介護を必要とする高齢者に対する介護用品・機器等のレンタル、医療機
関等での給食業務の受託、ビジネスホテルやリゾート施設に対する寝具・リネン類のレン
タル・ランドリー、クリーニング設備の製造販売等を主な履行義務としております。
調剤サービスにおきましては、基幹病院の門前を中心に展開し調剤の販売を主な履行義

務としております。
環境サービスにおきましては、全国に広がるフランチャイズ網を活用しダストコントロ

ール商品のレンタル及び販売、医療機関や介護福祉施設等を対象とした清掃や警備業務等
を主な履行義務としております。
当社グループでは、商品・サービスの提供時点において支配が顧客に移転して履行義務

が充足されると判断し、当時点において収益を認識しております。ただし、給食業務の管
理、建物の清掃・警備業務などのサービス提供契約においては、契約に定められた期間に
わたり顧客に役務を提供する義務を負っており、当該履行義務は時の経過につれて充足さ
れるため、当該契約期間に応じて収益を認識しております。
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これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね１
年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。また環境サービスにおける
リースキンブランド環境美化用品のレンタル及び販売においては、顧客との契約において
約束された対価から、値引き及びリベートにおいて顧客に支払われる対価等を控除した金
額で測定しております。

（5）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連
結会計年度から費用処理しております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付の計算に、退職給付に係る期

末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
（6）のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。
（7）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制
度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理
及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取
扱い」(実務対応報告第42号 2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」とい
う。)に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告
第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
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会計方針の変更
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月

17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時
価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適
用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより
連結計算書類に与える影響はありません。

表示方法の変更
（連結損益計算書関係）
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「貸倒引当金繰入額」

（前連結会計年度4百万円）については、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連
結会計年度より独立掲記することとしました。

会計上の見積りに関する注記
1. 固定資産の減損
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（百万円）

当連結会計年度
減損損失 57
（内、たんぽぽ薬局㈱に係る減損損失） （57）

（2）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

たんぽぽ薬局㈱は、主に事務所又は店舗の単位を資産のグループとして減損の兆候判
定を行い、減損の兆候ありと判定された場合は、将来キャッシュ・フローの総額を見積
り、当該将来キャッシュ・フローの総額が資産グループの帳簿価額を下回る場合には、
帳簿価額と回収可能価額の差額を減損損失として計上しています。
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② 主要な仮定
固定資産の減損に関する主要な仮定は、将来キャッシュ・フローの見積りの構成要素

である売上高、材料費、人件費等の経費であり、中期業績見込みに基づき見積りを行っ
ております。中期業績見込みについては、経営意思決定機関により承認等が行われると
ともに、関係省庁公表の統計情報等の入手可能な市場動向に関する外部情報、過去実
績、設備投資計画や人員計画に基づく人員の配置等の一定の仮定に基づく最善の見積り
を行っております。見積りやその基礎をなす仮定は、実績との比較による定期的な確認
等を通じて継続的に見直しを行い、見積りの変更による影響は、見積りの変更が行われ
た連結会計年度に認識しております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
固定資産の減損に際して、入手可能な情報及び一定の仮定に基づき最善の見積りを行

っておりますが、実際の発生額はそれらの見積りと異なることがあります。

2. 貸倒引当金
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（百万円）

当連結会計年度
貸倒引当金（短期） 42
貸倒引当金（長期） 336
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（2）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

当社の貸倒引当金の計上にあたっては、予め定めている「債権管理実施要領」に基づ
き、次のように債権を分類し、回収可能性について判断を行っております。
破産、会社更生、民事再生、清算、手形交換所における取引停止処分等が行われ、法

的・実質的に経営破綻に陥っている債権については、債権金額から担保による処分見込
額を差し引いた金額について貸倒引当金を算定しております。
実質的な経営破綻には至っていないものの恒常的に延滞状態にある貸倒懸念債権につ

いては、債権管理実施要領に基づき回収予定額を見積り、貸倒引当金を算定しておりま
す。
上記以外の債権については、過去３年間の貸倒実績率の平均値に基づき、今後１年間

の予想損失額を貸倒引当金として算定しております。

② 主要な仮定
貸倒引当金の見積りに関する主要な仮定は、債権管理実施要領に基づく回収予定額で

あり、回収実績や取引先の財政状態等から支払能力を総合的に勘案して算定しておりま
す。
当社においては、債権管理実施要領に基づき、回収状況について定期的な確認を行う

とともに、回収予定額の見積りの基礎となる回収計画を作成し、取締役営業統括及び取
締役管理統括の承認を行っており、貸倒引当金の見積りに際して、入手可能な情報及び
一定の仮定に基づき最善の見積りを行っています。見積りやその基礎をなす仮定は、継
続的に見直しを行い、見積りの変更による影響は、見積りの変更が行われた連結会計年
度に認識しております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
当社においては貸倒引当金の見積りに際して、入手可能な情報及び一定の仮定に基づ

き最善の見積りを行っておりますが、実際の発生額は、それらの見積りと異なることが
あります。
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連結貸借対照表に関する注記
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産は、次のとおりであります。

建物及び構築物 603百万円
土地 722百万円

計 1,325百万円
（2）担保付債務は、次のとおりであります。

流動負債
１年内返済予定の長期借入金 119百万円
１年内償還予定の社債（銀行保証付無担保社債） 35百万円

固定負債
長期借入金 79百万円
社債（銀行保証付無担保社債） 52百万円
計 287百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 36,660百万円

3. 棚卸資産
棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。

商品及び製品 2,849百万円
仕掛品 485百万円
原材料及び貯蔵品 2,088百万円

計 5,424百万円

4. 顧客との契約から生じた債権
顧客との契約から生じた債権の残高は、次のとおりであります。

受取手形 731百万円
売掛金 18,340百万円

計 19,071百万円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

普通株式 36,041 － － 36,041

2. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2022年６月29日
定時株主総会 普通株式 809 23.00 2022年３月31日 2022年６月30日

2022年11月７日
取締役会 普通株式 739 21.00 2022年９月30日 2022年12月８日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの

決議（予定） 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

2023年６月29日
定時株主総会 普通株式 1,373 利益剰余金 39.00 2023年３月31日 2023年６月30日

3. 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項
該当事項はありません。



79

金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、「販売管理規程」及び「新規取引および

与信管理実施要領」に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として
株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金の主な使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額
（1）有価証券及び投資有価証券 6,706 6,706 －
資産計 6,706 6,706 －
（1）長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） 1,060 1,057 △2
（2）リース債務（１年内返済予定のリース債務を含む） 515 522 6
負債計 1,575 1,579 4

（注）1. 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払金」及び「未
払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するも
のであることから、記載を省略しております。

2. 市場価格のない株式等は、「（1） 有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品
の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 1,602
投資事業有限責任組合への出資 327
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3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の3つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に
より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 3,925 － － 3,925
国債･地方債等 65 － － 65
社債 － 1,395 492 1,887
その他 － 827 － 827

資産計 3,990 2,223 492 6,706
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（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 － 1,057 － 1,057
リース債務 － 522 － 522

負債計 － 1,579 － 1,579

（注）1. 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券

上場株式、国債及び地方債は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び国債は活発な市場で取引
されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。社債、投資信託等は、市場での取引頻度
が低く、活発な市場でない相場価格や金融機関が提示する基準価格を用いるものはレベル2の時価、現在価
値技法等で1つ以上の重要な観察できないインプットを用いて時価を算定しているものはレベル3の時価に分
類しております。

長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、現在割

引価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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2. 時価で連結貸借対照表に計上している金融資産のうちレベル3の時価に関する情報
① 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

（単位：百万円）

投資有価証券
合計その他有価証券

社債
期首残高 － －
当期の損益又はその他包括利益
損益に計上 － －
その他の包括利益に計上(*1) △7 △7

購入、売却、償還、発行及び決済
購入 500 500
売却 － －
償還 － －
発行 － －
決済 － －

子会社取得による投資有価証券の増加 － －
レベル３の時価への振替 － －
レベル３の時価からの振替 － －

期末残高 492 492
当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照
表日において保有する金融資産の評価損益 － －

(*1) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。

② 時価の評価プロセスの説明
当社はレベル3と判断した時価については、第三者である取引金融機関から入手した価格を調整せずに

利用しております。第三者から入手した価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びイ
ンプットの確認等により、価格の妥当性を検証しております。

③ 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
価格算定に用いられる重要なインプットのうち、観察不能なものは主にクレジットスプレッドです。こ

れらのインプットの著しい変化は、算定価格の著しい変化を生じさせることがあります。
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収益認識に関する注記
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注）１ 合計健康生活

サービス
調剤

サービス
環境

サービス 計

財又はサービスの種類
レンタル・ランドリー売上 45,155 － 5,576 50,731 － 50,731
商品売上 11,688 49,332 2,672 63,693 － 63,693
その他（注）２ 10,244 2 5,309 15,556 202 15,759

外部顧客への売上高 67,088 49,334 13,559 129,982 202 130,184
財又はサービスの移転の時期
一時点で移転される財 59,445 49,334 8,438 117,218 202 117,421
一定の期間にわたり移転される財 7,642 － 5,121 12,763 － 12,763

外部顧客への売上高 67,088 49,334 13,559 129,982 202 130,184

（注）1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報提供事業を含んでおりま
す。

2. 財又はサービスの種類に記載している「その他」の区分は、病院関連事業（健康生活サービス）におけ
る医療周辺業務、給食事業（健康生活サービス）における給食等の提供、清掃事業（環境サービス）に
おける清掃業務の提供等であります。

2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「連結計算書類の作成のための基本となる重要な

事項に関する注記等」の「４．会計方針に関する事項 （４）収益及び費用の計上基準」に
記載のとおりであります。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 2,317円99銭
１株当たり当期純利益 173円39銭
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重要な後発事象に関する注記
子会社の吸収合併について

当社は、2023年１月23日開催の取締役会において、当社を存続会社、当社の完全子会社
である株式会社レンテックス及び当社の連結子会社である大和メンテナンス株式会社の２社
を消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、2023年４月１日付で当該吸収合併を行い
ました。

１.取引の概要
（１）結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合企業 被結合企業（１） 被結合企業（２）

企業の名称 株式会社トーカイ 株式会社レンテックス 大和メンテナンス株式会社

事業の内容

健康生活サービス、環境サ
ービス（リースキンブラン
ドの環境美化用品のレンタ
ル及び販売等）

環境サービス（環境美化用
品のレンタル及び販売）

環境サービス（リースキン
ブランドの環境美化用品の
レンタル及び販売）

（２）企業結合日
2023年４月１日

（３）企業結合の法的形式
株式会社トーカイを存続会社、株式会社レンテックス及び大和メンテナンス株式会社を消

滅会社とする吸収合併

（４）結合後企業の名称
株式会社トーカイ

（５）その他取引の概要に関する事項
グループ内の経営資源の集約化及び効率化を行うことにより、営業・サービス体制の強化

を図り、グループとしての更なる企業価値向上につなげることを目的としております。
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２.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号
2019年１月16日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
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株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合計固定資産圧縮

積立金
別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 8,108 3,168 1,611 4,780 54 761 32,507 33,324
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立 6 △6 －
固定資産圧縮積立金の取崩 △0 0 －
剰余金の配当 △1,549 △1,549
当期純利益 5,210 5,210
自己株式の取得
自己株式の処分 △14 △14
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － △14 △14 5 － 3,654 3,660
当期末残高 8,108 3,168 1,597 4,765 60 761 36,162 36,984

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △1,951 44,261 1,688 1,688 45,949
当期変動額
固定資産圧縮積立金の積立 － －
固定資産圧縮積立金の取崩 － －
剰余金の配当 △1,549 △1,549
当期純利益 5,210 5,210
自己株式の取得 △0 △0 △0
自己株式の処分 49 34 34
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 136 136 136

当期変動額合計 49 3,695 136 136 3,832
当期末残高 △1,901 47,957 1,824 1,824 49,781

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式 …移動平均法に基づく原価法
② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの …時価法（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 …移動平均法に基づく原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資（金

融商品取引法第２条第２項により有価証券と
みなされるもの）については、組合契約に規
定される決算報告日に応じて入手可能な最近
の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取
り込む方法によっております。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産 …主として移動平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備を除く） …定額法
その他の有形固定資産 …定率法

ただし、2016年４月１日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については定額法に
よっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物、構築物 15～50年
機械及び装置 10～17年
工具、器具及び備品 ２～20年
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（2）無形固定資産（リース資産を除く） …定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）について
は、社内における利用可能期間（５年）に基
づく定額法

（3）リース資産 …リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
する定額法

3. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。

（2）賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上して

おります。
（3）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しておりま
す。

（4）退職給付引当金
執行役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。
（5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま
す。
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4. 収益及び費用の計上基準
当社は、健康生活サービス・環境サービスを主な事業として展開しております。
健康生活サービスにおきましては、医療機関や介護福祉施設でのリネンサプライなどの周

辺業務の受託、介護を必要とする高齢者に対する介護用品・機器等のレンタル、ビジネスホ
テルやリゾート施設に対する寝具・リネン類のレンタル・ランドリー等を主な履行義務とし
ております。
環境サービスにおきましては、全国に広がるフランチャイズ網を活用しダストコントロー

ル商品のレンタル及び販売等を主な履行義務としております。
当社では、商品・サービスの提供時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足され

ると判断し、当時点において収益を認識しております。ただし、医療機関等の清掃請負業務
などのサービス提供契約においては、契約に定められた期間にわたり顧客に役務を提供する
義務を負っており、当該履行義務は時の経過につれて充足されるため、当該契約期間に応じ
て収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね１年

以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。また環境サービスにおけるリー
スキンブランド環境美化用品のレンタル及び販売においては、顧客との契約において約束さ
れた対価から、値引き及びリベートにおいて顧客に支払われる対価等を控除した金額で測定
しております。



90

会計方針の変更
（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月
17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算
定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指
針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより計算
書類に与える影響はありません。

会計上の見積りに関する注記
貸倒引当金
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

（百万円）

当事業年度
貸倒引当金（短期） 32
貸倒引当金（長期） 326

（2）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
（1）の金額の算定方法は、連結計算書類「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）

２.貸倒引当金」の内容と同一であります。

貸借対照表に関する注記
1. 有形固定資産の減価償却累計額 19,404百万円

2. 棚卸資産
棚卸資産の内訳は、次のとおりであります。

商品及び製品 719百万円
原材料及び貯蔵品 1,360百万円
計 2,079百万円

3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分掲記したものを除く）
短期金銭債権 228百万円
短期金銭債務 192百万円
長期金銭債務 18百万円
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損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 846百万円
仕入高 240百万円
外注費等 1,271百万円

営業取引以外の取引高 3,253百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首
株式数（千株）

当事業年度
増加株式数（千株）

当事業年度
減少株式数（千株）

当事業年度末
株式数（千株）

普通株式 835 0 21 814

（注） 自己株式の変動事由の概要
単元未満株式の買取による増加 0千株
2022年６月29日の取締役会決議による自己株式の処分 21千株
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税効果会計に関する注記
１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
棚卸資産評価損 36百万円
投資有価証券評価損 148百万円
関係会社株式評価損 101百万円
賞与引当金 310百万円
貸倒引当金 105百万円
退職給付引当金 28百万円
役員退職慰労引当金 73百万円
その他 182百万円

繰延税金資産小計 986百万円
評価性引当額 △474百万円

繰延税金資産合計 511百万円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △25百万円
その他有価証券評価差額金 △689百万円
その他 △16百万円

繰延税金負債合計 △731百万円
繰延税金資産（負債）の純額 △219百万円

２. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算

制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年８
月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計
処理並びに開示を行っています。
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関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引

金額 科 目 期末
残高

子会社 たんぽぽ薬局㈱ 所有
直接 100％

ＣＭＳ取引
役員の兼任

資金の借入（注）1 4,600 関 係 会 社
短 期 借 入 金 4,600

利息の支払（注）1 22

子会社 九州メガソーラー㈱ 所有
直接 100％

資金の貸付 資金の回収（注）2

利息の受取（注）2

131

13

関 係 会 社
長 期 貸 付 金 701

その他流動資産
（１年内回収予
定関係会社長期
貸付金）

101

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１． 資金の借入は「キャッシュマネジメントシステム（ＣＭＳ）」に係るものであり、借入金利息は市場

金利を勘案して決定しております。
２． 資金の貸付は、当社グループ内金融による取引であり、取引金額は純増減額を記載しております。
また、利率については、市場金利を勘案して決定しております。

収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「連結注記表（収益認識に関する
注記）」の内容と同一であります。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,413円19銭
１株当たり当期純利益 147円94銭

重要な後発事象に関する注記
子会社の吸収合併について

連結計算書類「連結注記表（重要な後発事象に関する注記）」に同一の内容を記載してい
るため、注記を省略しております。


